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(1) 千葉大学評議会規程

第 1条国立大学の評議会に関する暫定措置

を定める規則〈昭和28年文部省令第11号〉

に基づき千葉大学に評議会を置く。

第 2条評議会は、次の各号に掲げる評議員

をもって組織する。

学長

一各学部長及び教養部長

三各学部及び教養部の教授 2名

四生物活性研究所長

五附属図書館長

六附属病院長

2 前項第3号の評議員は、各学部及び教養

部ごとに教授会において当該学部及び教養

部の教授のうちから選挙された者とする。

第 3条前条第 1項第3号の評議員の任期

は、 2年とする。ただし、補欠の評議員の

任期は、前任者の任期の残余の期間とする。

2 前項の評議員は、再任されることができ

る。

3 第 1:::真の評議員は、任期が満了した場合

においても、新たに評議員が任命されるま

では、同項の規定にかかわらず引き続きそ

の職務を行う。

第4条評議会は、学長の諮問に応じて次の

各号に掲げる事項を審議する。

一学則その他重要な規則の制定改廃に関

する事項

二予算概算の方針に関する事項

三学部、学科その他重要な施設の設置廃

止に関する事項

四人事の基準に関する事項

五学生定員に関する事項

六学生の厚生補導及びその身分に関する

重要事項

七学部、その他の機関の連絡調整に関す

る事項

八教育研究の全学的な体制の整備発展に

関する事項

九その他大学の運営に関する重要事項
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千葉大学評議会規程

(昭和28.6.1廃止〉

第 1条本学の運営を円滑適正にし、且つ学

部間の連繋を緊密化するため、本学に評議

会を置く

第 2条評議会は前条の目的を達成するた

め、本学の運営に関する重要なる事項につ

き学長の諮問に応じ審議するものとする

(注〉 運営に関する重要なる事項とは、概

ね!日制大学の評議会の審議事項 (1学部

に於ける学科の設置及廃止 2講座の設

置及廃止に付諮問したる事項 3大学内

部の制規 4其の他文部大臣又は学長の

諮問したる事項〉とする

第 3条評議会は左の評議員を以て組織する

一学部長

一附属病院長、分校主事

一左記により各学部毎に教授(教授予定

者を含む。以下教授と称する〉の互選に

より学長の命ずるもの

記

医学部 2名

薬学部 l名

学芸学部 3名〈内 2名4年制一般教養

担当の教授の互選によ

るもの〉

工芸学部 2名

園芸学部 2名

〈注〉 教授予定者とは、本学に在職する教

官にして教授の資格審査に合格し、且つ

講座定員内のものをいう

第4条学長は必要ある時は評議員以外のも

のも出席させることができる

第 5条学長は毎月 1回評議会を招集し、そ

の議長となる

但し臨時に招集することもある

附則

一本規程は昭和24年10月5日より施行する

一本規程の存続期間は大学管理法(仮称〉

の制定までとする
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2 評議会は、前項に掲げる事項の外、教育

公務員特例法(昭和24年法律第1号〉の規

定によりその権限に属せしめられた事項を

取り扱う。

第5条学長は、評議会の会議を招集しその

議長となる。

2 前条第2項に規定する事項について、評

議員の 3分の l以上の請求があるときは、

学長は会議を招集しなければならない。

第6条評議会は、常会及び臨時会とする。

2 常会は毎月 1回、臨時会は必要あるとき

開くものとする。

第 7条評議会は、評議員の 3分の 2以上の

出席がなければ議事を開き議決することが

できなし、。

2 議事は、出席評議員の過半数で、決する。

3 可否同数のときは議長の決するところに

よる。

第 8条学長は、必要があるときは評議員以

外の者を会議に出席させることができる。

第 9条評議会に議事録を具え議事進行の過

程及び決定事項を記録する。

第10条評議会の庶務は、事務局が処理す
、タ

Q。

第11条 この規程の改正は、評議員の 3分の

2以上の同意を必要とする。

第12条 この規程に定めるものの外、必要な

事項は評議会が定める。

附則

1 この規程は、昭和28年6月1日から施行

する。

2 昭和26年10月5日施行の千葉大学評議会

規程は廃止する。

附則

この規程の改正は、昭和36年4月1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和39年 9月10日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和43年 5月9日から

施行し、昭和43年4月1日から適用する。

1202 

!日

本規程施行に関する細則は学長が定める



資料編

現 行 口

u

附則

この規程の改正は、昭和47年4月1日から

施行する。

附 則

この規程の改正は、昭和47年 7月13日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和48年 9月29日から

施行する。

附 則

この規程の改正は、昭和53年4月1日から

施行する。

(3) 千葉大学教授会規程

(設置〉

第 1条学校教育法第59条に基づき、本学の

各学部、教養部及び生物活性研究所〈以下

「学部等」とし、う。〉に教授会を置く。

(組織〉

第 2条教授会は、学部等の長及び教授の全

員をもって組織する。

2 教授会は、学部等の長及び教授をもって

(2) 千葉大学協議会規程

(昭48.10. 1廃止〉

第 1条教育公務員特例法に定める事項を行

うため、本学に協議会を置く。

第2条協議会は次に掲げる職員をもって組

織する。

学長

一学部長

三評議員である教授

四腐敗研究所長

五附属図書館長

六医学部附属病院長

第 3条学長は必要があるときは、協議会を

招集しその議長となる。

第4条協議会の議決方法その他について

は、千葉大学評議会規程第5条以下を準用

する。

附則

この規程は昭和27年12月9日から施行す

る。

千葉大学学部教授会規程

(設置〉

第 1条学校教育法、その他の法令に基い

て、本学各学部に教授会を置く。

(組織〉

第 2条教授会は、学部長および教授の全員

をもって組織する。

2 教授会は、学部長および教授をもって構

成する教授会の定める規程に基いて、助教
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構成する教授会の定める規程に基づいて、

学部等の実情に応じ助教授その他の教官を

その構成員に加えることができる。

(権限〉

第3条学部等における、次に掲げる事項

は、教授会の審議を経なければならない。

一学科講座〈これに代るべきものを合

む。〉並びに教育及び研究に関する施設の

設置廃止に関する事項

二学科目の種類及び編成に関する事項

三学生の入学及び卒業の認定に関する事

項

四学生の試験に関する事項

五学生団体、学生活動及び学生生活に関

ずる事項

六学生の懲戒に関する事項

七学部等の予算に関する事項

八 その他学部等の教育、研究及び運営に

関する重要事項

2 教授会は、前項に掲げる事項の外、教育

公務員特例法その他の法律の規定によれ

その権限に属せしめられた事項をつかさど

る。

〈会議〉

第4条定例教授会は、毎月 1回以上開会す

る。ただし、特に必要がある場合は、臨時

に開会することができる。

第5条学部等の長は、教授会を招集しその

議長となる。

第 6条教授会は、その構成員の 3分の 2以

上の出席がなければ、会議を開くことがで

きない。

第 7条教授会の議決は、出席者の過半数の

同意、をもって成立する。

第 8条学部等の長は、必要あるときは、教

授会の構成員以外の者を教授会に出席させ

ることヵ:で、きる。

第9条教授会構成員の 4分の 1以上の者が

議案を示して請求するときは、学部等の長

は、教授会を招集しなければならない。

第10条学部等の長に事故あるときは、学部

等の長があらかじめ教授会の議を経て指名
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授又は常勤の講師をその構成員に加えるこ

とができる。

(権限)

第 3条当該学部における次に掲げる事項

は、教授会の審議を経なければならない。

一学科講座〈これに代るべきものを合

む。〉ならびに教育および研究に関する施

設の設置廃止に関する事項

二学科目の種類および編成に関する事項

三学生の入学および卒業の認定に関する

事項

四学生の試験に関する事項

五学生団体、学生活動および学生生活に

関する事項

六学生の懲戒に関する事項

七 その他当該学部の教育、研究および運

営に関する重要事項

2 教授会は、前項に掲げる事項の外、教育

公務員特例法その他の法律の規定によりそ

の権限に属せしめられた事項をつかさど

る。

(会議〉

第4条定例教授会は、毎月 l回以上、開会

する。但し、特に必要がある場合は、臨時

に開会することができる。

第 5条学部長は、教授会を招集し、その議

長となる。

第 6条教授会は、その構成員の 3分の 2以

上の出席がなければ、会議を聞くことがで

きない。

第 7条教授会の議決は、出席者の過半数の

同意、をもって成立する。

第 8条学部長は、必要あるときは教授会の

構成員以外の者を教授会に出席させること

ができる。

(議事録〉

第9条教授会に議事録を具え、議事進行の

過程および決議事項を記録し議長の指名す

る教授 2名の確認を受けるものとする。

第10条議事録は、学部長が保管する。

(幹事および書記〉

第11条教授会に、幹事および書記を置く。
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Lた教授が議長の職務を行う。

(議事録〉

第11条教授会に議事録を備え、議事進行の

過程及び決議事項を記録するものとする。

(幹事及び書記〉

第12条教授会に、幹事及び書記を置く。幹

事は、事務長が乙れにあたる。

2 書記は、幹事の命をうけ事務に従事す

る。

(議事及び運営〉

第13条 その他、教授会の議事及び運営の方

法については、教授会が定める。

附則

この規程は、昭和26年10月5日から施行す

ゐ。
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ζの規程の改正は、昭和43年11月14日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和47年4月1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和47年 7月13日から

施行する。

附則

ζ の規程の改正は、昭和48年 9月29日から

施行する。

(4) 千葉大学学長選考基準

〈趣旨〉

第 1条学長採用の選考は、教育公務員特例

法(昭和24年法律第 1号〉第4条の規定に

基づき、千葉大学評議会(以下「評議会」と

いう。〉がこの基準により行う。

(選考の時期〉

第 2条評議会は、次の場合に学長候補者の

選考を行う。

一学長の任期が満了するとき。

二学長が辞任を申出たとき。

三学長が欠員主なった主き。

2 学長候補者の選考は、前項第 1号に該当

する場合においては、任期満了の30日前ま

でに、同項第 2号又は第 3号に該当する場

幹事は、事務長がζれにあたる。

2 書記は、幹事の命を受け事務に従事す

る。

〈議事および運営〉

第12条 その他、教授会の議事・および運営の

方法I乙ついτは、教授会が定める。

附則

本規程は、昭和26年10月S日から施行ず

る。

千葉大学学長選考基準

(昭40.3.9廃止〉

第 l条学長採用の選考は千葉大学協議会が

この基準によって行う。

第 2条学長の選考怯次の場合に行う。

一学長の任期が満了するとき

二学長が辞任を申出たとき

三学長が欠けたとき

第 3条学長は原則として、学内の適任者の

うちから選考する。

第4条協議会は学長を選考するため、学長

候補者推薦委員会(以下、委員会という。〉

の推薦する学長の候補者について、選挙権

を有する者に単記無記名投票による選挙を

行わせる。
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合においては、辞任の申出があったとき又

は欠員となったときすみやかに行う。

(選考の方法〉

第 3条評議会は、選挙資格を有する者〈以

下「選挙資格者」としザ。〉による選挙の結

果に基づき、学長候補者を選考する。

(選挙資格者〉

第 4条選挙資格者は、選挙公示の日に現に

在職する本学の学長、専任の教授、助教

授、講師及び助手とする。ただし、別に定

める者及び選挙の日までにその職を去った

者は、選挙資格を有しない。

(選挙の期日、公示及び通知〉

第 5条評議会は、学長候補者の選挙を行う

期日を定め、次の各号に定める期間内に公

示し、各学部、教養部、生物活性研究所及

び医学部附属病院(以下「各部局」という。〉

の長並びに選挙資格者に通知しなければな

らない。

一学長の任期が満了するときは、選挙を

行う期日の25日前まで

二学長が辞任を申出たとき又は学長が欠

員となったときは、その日より 10日以内

(学長候補適任者選定委員会〉

第6条評議会は、学長候補者となるべき適

任者(以下「学長候補適任者」とし、う。〉を選

定するため、学長候補適任者選定委員会

(以下「委員会」とし寸。〉を設ける。

2 委員会は、各部局(医学部附属病院を除

く。〉から選出された委員をもって組織す

る。各部局は、選挙資格者の互選により、

各4名の委員を選出する。

3 委員会は、委員の互選により委員長を定

める。委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会は、委員の 5分の 4以上の出席が

なければ委員会を聞くことができない。

第7条学長候補適任者となるべき者は、各

部局(医学部附属病院を除く。〉の推薦によ

るものとする。この推薦は、公示の日から

14日以内に評議会に対して、これを行う。

第 8条評議会は、前条の規定による推薦締

切後 4日以内l亡、被推薦者の氏名、経歴等
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第 5条選挙資格を有する者は、選挙公示の

日に現に本学の学長並びに専任の教授、助

教授及び講師であるものとする。

選挙公示の日に選挙資格を有していた者

が、選挙の日まで、に前項の職を去ったとき

は選挙資格を失う。

第 6条学長の選挙事務は協議会が管理す

る。

第7条協議会は学長の選挙を行う期日を定

め、次の期間内に公示すると共に、学部長

並びに選挙資格を有する者に通知しなけれ

ばならない。

一学長の任期が満了するときは、満了の

日の30日前まで

二学長が辞任を申出たとき及び学長が欠

けたときは、その日より10日以内

第 8条学部長は前条の通知を受けた場合は

学長候補者推薦委員(以下、委員という。〉

を選出し、協議会に報告しなければならな
し、。

第 9条各学部の委員は教授会の構成員のう

ち、選挙資格を有する者の互選により選出

せられた者 5名とする。

第10条協議会は委員会を招集し、学長の侯

補者を推薦させる。

委員会の議長は、学長又はその代理者を

もって充てる。

委員会は委員の 5分の 4以上の出席がな

ければ会議を開くことができない。

第11条委員会は次の方法によって学長の侯

補者を定める。

ー各出席委員は候補者として適当と認め

る者 2名以内を、速記で投票する。

二議長は得票者の氏名を第 1次候補者と

して、五十音順によりその席上で発表す

る。

三各出席委員は第 1次候補者の中から 3

名以内を、連記で投票する。

四前号の投票において、得票多数の者 5

名を限度として学長の候補者とする。但

し、末位に得票同数の者があるときは、

学長の候補者に加える。
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を委員会の委員となるべき者に通知し、こ

の通知後、すみやかに委員会を招集する。

第 9条委員会は、前条の通知後、 5日以内

に、次の方法により学長候補適任者を選定

する。

一委員会は、 2名連記の無記名投票によ

り被推薦者のなかから、学長候補適任者

を選定する。

二委員長は、上位の得票者5名を限度と

して学長候補適任者とし、その席上で五

十音順にこれを発表する。ただし、末位

に得票同数の者があるときは、その者を

加える。

2 前項の得票数は、委員長及び委員の互選

による立会人2名のほかには、示さないも

のとする。

3 委員長は、学長候補適任者を選定したと

きは、これを評議会に報告する。

〈学長候補適任者の公示及び通知〉

第10条 評議会は、学長候補適任者の氏名を

五十音11買により公示し、選挙資格者に通知

しなければならない。

(選挙〉

第11条学長候補者の選挙は、前条の候補適

任者について、単記無記名投票によりこれ

を行う。

2 前項の投票において、有効投票の過半数

を得た者がないときは、得票多数の者3名

について単記無記名投票を行う。ただし、

得票同数の者があるときは、その者を加え

る。

3 前項の投票において、有効投票の過半数

を得た者がないときは、得票多数の者 2名

について単記無記名投票を行う。ただし、

得票同数の者があるときは、その者を加え

る。

4 前項の投票において、有効投票の過半数

を得た者がないときは、得票多数の者2名

について再度単記無記名投票を行う。ただ

し、得票同数の者があるときは、 くじでそ

の順位を定める。

〈不在者投票〉

五議長は学長の候補者の氏名を、五十音

順によりその席上において発表する。

前項における投票は総て無記名とし、且

つ各候補者の得票数及びその順位は、議長

及び協議会が協議員のうちから選任した立

合人2名の外には示さないものとする。

議長は学長の候補者が決まったときは、

これを協議会に報告する。

第12条協議会は学長の候補者の氏名を五十

音順により公示すると共に、選挙資格を有

する者に通知しなければならない。

第13条学長の選挙は、前条の候補者につい

て、指定の期日に、指定の選挙場において

行う。

第14条有効投票の過半数を得たものを学長

候補者とする。

過半数を得たものがないときは繰返し前

条の投票を行う。

投票3回に及んで、なお過半数を得たもの

がないときは、 3回目の投票において得票

多数の者 2名について投票を行う。但し、

末位の者と同点者があるときはくじでその

順位を定める。

前項の投票で有効投票の多数を得た者を

学長候補者とする。得票同数のときはくじ

で定める。

第15条学長候補者が学長となることに同意

しないときは、前2条の規定により再投票

を行う。

第16条協議会は選挙の結果に基き、学長侯

補者を選考して学長又はその代理者に報告

し且つ公示する。

第17条学長の任期は4年とする。但し、再

選することができる。

第四条 この基準の解釈について疑義がある

ときは、協議会がこれを決定する。

第19条 この基準の実施に関し必要な事項は

協議会が定める。

第20条 この基準の改正は協議会において出

席者の 3分の 2以上の同意を必要とする。

附則

1 この基準は昭和28年 2月1日から施行す
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第~2条選挙資格者で、公務による出張又は| る。

疾病その他身体の故障院主り、選挙の当日

自ら投票所に行くこ之ができない者は、別

『こ定めるところIこより、不在者投票をする

ことができる。

(当選者〉

第13条第11条第 1項から第3項までの投票

において、有効投票の過半数を得た者を、

学長候補者選挙の当選者とする。

2 第11条第4項の投票においては、有効投

票の多数を得た者を当選者とする。得票同

数のときは、くじで当選者を定める。

〈当選者の辞退〉

第14条評議会は、学長候補者選挙の当選者

が学長となることに同意Lないときは、前

5条の規定により再選挙を行う。

2 評議会は、再選挙を行引口、ずこったとき

は、直ちにその旨を公示L、選挙資格者に

通知しなければならない。

(選挙の管理〉

第15条学長候補者の選挙は、評議会が管理

する。

2 評議会は、選挙管理責任者 1名を置くも

のとし、評議会議長をもゥて充てる。

(学長候補者の決定〉

第16条評議会は、選挙の結果巴基づき、学

長候補者を決定する。

2 評議会は、前項の決定を学長又はその代

理者に報告し、公示する。

(学長の任期〉

第17条学長の任期は、 4年とする。

2 学長は、再任することができる。ただ

し、引き続き 6年をこえて在任することは

できない。

(細則等〉

第四条 この基準の実施に関する細則は、評

議会が定める。

2 この基準の解釈について疑義があるとき

は、評議会がこれを決定する。

〈改正の手続〉

第四条 この基準は、評議会において出席者

の3分の 2以上の同意を得なければ、改正

1208 
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することができない。

附則

1 この基準は、昭和40年12月9日から施行

する。

2 従前の千葉大学学長選考基準〈昭和28年

2月 1日評議会制定〉は、これを廃止す

る。

3 この基準施行の際現に学長の職にある者

の任期については、初任より引続き 6年を

こえて在任することはできない。

附則

この基準の改正は、昭和42年10月12日から

施行する。

附則

この基準の改正は、昭和44年 4月4日から

施行する。

附則

この基準の改正は、昭和45年 6月3日から

施行する。

附則

この基準の改正は、昭和47年 4月1日から

施行する。

附則

この基準の改正は、昭和48年9月29日から

施行する。

附則

この基準の改正は、昭和48年10月 1日から

施行する。

附則

この基準の改正は、昭和53年4月 1日から

施行する。

(5) 千葉大学学部長選考に関する規程

第 1条学部長候補者の選考に関し必要な事

項は、この規程の定めるところによる。

第 2条学部長候補者は、学部の教授(教授

予定者を含む。〉のうちから、当該学部の教

授会の議に基づき学長が選考する。

第 3条学部長候補者の選考は、次の各号の

ーに該当する場合行う。

一
一一
一一一

学部長の任期が満了するとき。

学部長が辞任を申出たとき。

学部長が欠員となったとき。

資 挙} 編

|日

千葉大学学部長選考基準

(昭28.6.1廃止〉

第 1条学部長採用の選考は、当該学部教授

会の推薦する候補者について、学長がiこれ

を行う。

第 2条学部長は、原則として当該学部内の

適任者のうちから選考する。

第 3条学部長の任期は 3年とする。但し、

再任することができる。この場合は、引き

続き 6年を超えて在任することができな

し、。
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第 4条学部長は、教授会により決定した、

学部長候補者を学長に報告する。

第 5条学部長の任期は、 2年とし、再任を

妨げない。ただし、引続き 4年をこえて在

任することができない。

第 6条学部長候補者選考の実施に関し必要

な学部細則は、あらかじめ学長の承認を受

けるものとする。

附則

1 この規程は、昭和28年6月1日から施行

する。

2 昭和28年2月1日施行の千葉大学学部長

選考基準は廃止する。

附則

1 この規程の改正は、昭和47年 7月13日か

ら施行する。

2 この規程の改正の際現に在職している学

部長の任期は、改正後の規程第5条の規定

にかかわらず、なお従前のとおり 3年と

し、改正時における任期のはじめから起算

して、引続き 4年をこえて在任できないも

のとする。

(6) 千葉大学教養部長選考基準

第 1条千葉大学教養部長〈以下「教養部長」

という。〉候補者の選考に関しては、この基

準の定めるところによる。

第 2条教養部長候補者は、本学の教授〈教

授予定者を含む。〉のうちから千葉大学教養

部教授会(以下「教授会」とし、う。〉の議に基

づき学長が選考する。

第 3条教養部長候補者の選考に関する教授

会は、次の各号のーに該当する場合に聞か

れる。

一教養部長の任期が満了するとき。

二教養部長が辞任を申し出たとき。

三教養部長が欠員となったとき。

2 教養部長候補者の選挙は前項第 1号に該

当する場合は任期満了の日の20日前まで

に、第2号又は第 3号に該当する場合はそ

のつどすみやかに行う。

第 4条教授会は、教養部長候補者の選挙を

行う期日を定め、次の各号に定める期間内

1210 
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第4条学部長の推薦に関する内規は、予め

学長の承認を受けるものとする。

附則

この基準は昭和28年 2月1日から施行す

る。

註第1条の「教授会」とは学部において

2種の教授会を開く場合は、その広い意

義における教授会を指すものとする。

千葉大学教養部長選考基準

〈昭44.5.15廃止〉

第 1条千葉大学教養部長(以下「教養部長」

という。〉候補者の選考に関しては、この基

準の定めるところによる。

第 2条教養部長候補者は、本学の教授〈教

授予定者を含む。〉のうちから千葉大学教養

部教授会(以下「教授会」という。〉の議に基

づき、学長が選考する。

第 3条教養部長候補者の選考に関する教授

会は、次の各号のーに該当する場合に開か

れる。

一教養部長の任期が満了するとき

二教養部長が辞任を申し出たとき

‘三教養部長が欠員となったとき

第4条教授会は、その構成員が推薦した者

のうちから、教養部長候補者となるべき適

任者 3名を選定する。

2 前項の推薦は、授教会構成員の単記無記

名投票による。
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に公示しなければならない。

一教養部長の任期が満了するときは、選

挙を行う期日の18日前まで

二教養部長が辞任を申し出たとき又は教

養部長が欠員となったときはその日より

10日以内

第 5条教授会は、その構成員が推薦したも

ののうちから教養部長候補者となるべき適

任者 3名を選定する。

2 前項の推薦は、教授会構成員の単記無記

名投票による。

3 推薦された者が 3名を超えるときは、被

推薦者全員について単記無記名投票を行い

得票多数の者 3名を適任者とする。

4 得票同数の者については、単記無記名の

決選投票を行L、適任者を定める。

5 推薦された者が 3名に満たない場合に

は、その欠を補なうために単記無記名の推

薦投票を行い適任者 3名を選定する。

第 6条教養部長候補者となるべき適任者の

推薦及び選定の告示は、その日を含めて 7

日以前に行わなければならない。

第 7条選挙資格者は、選挙公示の日に現に

在職する専任の教授、助教授、講師及び助

手とする。

第 8条第5条により選定された適任者のう

ちから教養部長候補者を選出するため選挙

を行う。投票は、単記無記名とする。

2 選挙資格者で公務による出張又は疾病そ

の他身体の故障により選挙の当日自ら投票

所に行くことができない者は、別に定める

ところにより不在者投票をすることができ

る。

3 教養部長候補者選挙の当選者は、有効投

票数の過半数を得た者とする。

4 前項に該当するものがないときは、得票

多数の者 2名について単記無記名の決選投

票を行い得票多数の者を当選者とする。こ

の場合において、得票が同数であるときは

年長者を当選者とする。

第 9条教養部長候補者となるべき適任者

は、第8条の選挙の日を含めて 7日以前に

3 推薦された者が 3名を超えるときは、被

推薦者全員について単記無記名投票を行な

い、得票多数の者 3名を適任者とする。

4 得票同数の者については、さらに決戦投

票を行ない適任者を定める。

5 推薦された者が 3名に満たない場合に

は、その欠を補なうために、さらに推薦投

票を行ない適任者3名を選定する。

第5条教養部長候補者となるべき適任者の

推薦及び選定の告示は、その日を含めて 1

週間以前に行なわなければならない。

第6条第4条より選定された適任者のうち

から、教養部長候補者を選出するため選挙

を行なう。

2 前項の選挙資格者は、選挙の当日専任の

教授、助教授及び講師である者とする。た

だし、海外出張中の者を除く。

3 教養部長候補者選挙の当選者は、有効投

票数の過半数を得た者とする。

4 前項に該当する者がないときは、投票多

数の者 2名について、さらに投票を行な

い、得票多数の者を当選者とする。この場

合において、得票が同数であるときは、年

長者を当選者とする。

第 7条教養部長候補者となるべき適任者

は、第6条の選挙の日を含めて 1週間以前

に告示されなければならない。

第8条第6条の選挙に関する事務は、教養

部長が管理する。

第 9条教授会は、第6条の選挙の結果を参

考として、教養部長候補者を決定する。

第10条教養部長は、第9条により決定した

教養部長候補者を学長に報告する。

第11条教養部長の任期は、 2年とする。た

だし、再任とすることができる。

第12条 この基準を改正するときは、教授会

の議を経るものとする。

附則

この基準は、昭和43年4月1日から施行す

る。
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告示されなければならない。

2 前項の告示には得票は示さず、氏名は五

十音)1買に発表する。

第10条教授会は、第8条の選挙の結果に基

づき教養部長候補者を決定する。

第11条教養部長又は選挙管理責任者は第10

条により決定した教養部長候補者を学長に

報告し公示する。

第12条第8条の選挙に関する事務は、教養

部長又は選挙管理責任者が管理する。

第13条教養部長の任期は 2年とし、再任を

妨げない。ただし、引続き 4年をこえて在

任することができない。

第14条 との基準の実施に関する細則は別に

定める。

第15条 この基準を改正するときは教授会の

議を経るものとする。

附則

1 この基準は，昭和44年 5月15日から施行

する。

2 千葉大学教養部長選考基準(昭和43年 2

月8日制定〉は、廃止する。

附則

1 この基準の改正は、昭和47年 7月13日か

ら施行する。

2 この基準の改正の際現に在職する教養部

長は、改正時における任期のはじめから起

算して、引続き 4年をこえて在任できない

ものとする。

附則

この基準の改正は、昭和52年 1月20日から

施行する。

(7) 千葉大学生物活性研究所長選考基準

第 1条研究所長採用の選考は、研究所教授

会の議に基づき、学長がこれを行なう。

第 2条研究所長は、本学教授のうちから選

考する。

第 3条研究所長の任期は 2年とし、再任を

妨げない。ただし、引続き 4年をこえて在

任することができない。

第 4条 研究所長の選考に関する研究所内規

は、予め学長の承認を受けるものとする。

1212 

腐敗研究所長選考基準

第 1条研究所長採用の選考は、研究所教授

会の推薦する候補者について学長がこれを

行う。

第 2条研究所長は、原則として学内の適任

者のうちから選考する。

第 3条研究所長の任期は 3年とする。但

し、再任することができる。

第 4条研究所長の推薦に関する内規は、予

め学長の承認を受けるものとする。
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附則 | 附則

この基準は、昭和28年 2月1日から施行す| この基準は、昭和28年 2月1日から施行す
る 。|る。

附則

1 この基準の改正は、昭和47年 7月13日か

ら施行する。

2 この基準の改正の際現に在職している研

究所長の任期は、改正後の基準第 3条の規

定にかかわらず、なお従前どおり 3年と

し，改正時における任期のはじめから起算

して、引続き 5年をこえて在任できないも

のとする。

附則

この規程の改正は、昭和48年 9月29日から

施行する。

(8) 千葉大学医学部附属病院長選考基準

第 1条医学部附属病院長採用の選考は、医

学部教授会の推薦する候補者について学長

が行なう。

第 2条 医学部附属病院長は、医学部教授の

うちから選考する。

第 3条医学部附属病院長の任期は 2年と

し、再任を妨げない。ただし、引続き 4年

をこえて在任することができない。

第 4条医学部附属病院長の推薦に関する内

規は、予め学長の承認を受けるものとす

る。

附則

この基準は、昭和28年 9月18日から施行す

る。

附則

1 この基準の改正は、昭和47年 7月13日か

ら施行する。

2 この基準の改正の際現に在職する医学部

附属病院長は、改正時における任期のはじ

めから起算して、引き続き 4年をこえて在

任できないものとする。

(9) 千葉大学附属図書館長選考基準

第 1条附属図書館長採用の選考は、この基

準により学長がこれを行う。

第 2条附属図書館長は、原則として学内の

千葉大学医学部附属病院長選考基準

第 1条 医学部附属病院長採用の選考は、医

学部教授会の推薦する候補者について学長

が行う。

第 2条医学部附属病院長は、原則として医

学部臨床教授のうちから選考する。

第 3条医学部附属病院長の任期は 2年とす

る。

第 4条 医学部附属病院長の推薦に関する内

規は、予め学長の承認を受けるものとす

る。

附則

この基準は，昭和28年 9月18日から施行す

る。

千葉大学附属図書館長選考基準

第 1条附属図書館長採用の選考は、この基

準により学長がこれを行う。

第 2条附属図書館長は、原則として学内の
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適任者のうちから選考する。

第 3条附属図書館長の任期は 2年とし、再

任を妨げない。ただし、引き続き 4年をこ

えて在任することができない。

附則

この基準は、昭和28年 2月1日から施行す

る。

「註」 学長が第 1条の選考を行うときは、

評議会の意向を徴するものとする。

附則

1 この基準の改正は、昭和47年7月13日か

ら施行する。

2 この基準の改正の際現に在職している附

属図書館長の任期は、改正後の基準第3条

の規定にかかわらず、なお従前どおり 3年

とし、改正時における任期のはじめから起

算して、引き続き 4年をこえて在任できな

いものとする。

附則

この基準の改正は、昭和48年10月1日から

施行する。

(10) 千葉大学学生部長選考基準

第 1条千葉大学学生部長(以下「学生部長J
としザ。〉の選考は、この基準の定めるとこ

ろによる。

第 2条学生部長の選考は、次の各号のーに

該当する場合に行う。

一学生部長の任期が満了するとき。

二学生部長が辞任を申し出たとき。

三学生部長が欠員になったとき。

2 学生部長の選考は、前項第1号に該当す

る場合は、任期満了の日の 1か月前に、第

2号又は第 3号に該当する場合は、そのつ

どすみやかに行う。

第 3条各学部及び教養部の教授会は、本学

の専任教授又は助教授のうちから学生部長

候補者 2名以内を学長に推薦するものとす

る。

第4条学長は、前条の候補者のうちから学

生部長を選考する。

第 5条学生部長の任期は、 2年とし再任を

妨げない。ただし、引き続き 4年をこえて
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適任者のうちから選考する。

第 3条附属図書館長の任期は 3年とする。

但し、再任することができる。

附則

この基準は、昭和28年 2月1日から施行す

る。

「註J 学長が第1条の選考を行うときは、

協議会の意向を徴するものとする。

千葉大学学生部長選考基準

第 1条千葉大学学生部長(以下「学生部長」

という。〉の選考は、この基準の定めるとこ

ろによる。

第 2条学生部長の選考は、次の各号のーに

該当する場合に行う。

一学生部長の任期が満了するとき

二学生部長が辞任を申し出たとき

三学生部長が欠員になったとき

2 学生部長の選考は、前項第1号に該当す

る場合は、任期満了の日の 1か月前に、第

2号または第3号に該当する場合は、その

つどすみやかに行う。

第 3条各学部の教授会は、本学の専任教授

のうちから学生部長候補者 2名以内を学長

に推薦するものとする。

第4条学長は、前条の候補者のうちから学

生部長を選考する。

第 5条学生部長の任期は 2年とし再任を妨

げない。

附則
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在任することができない。

附則

この基準は、昭和39年 3月12日から施行す

る。

附則

この基準の改正は、昭和44年 6月23日から

施行する。

附則

1 この基準の改正は、昭和47年 7月13日か

ら施行する。

2 この基準の改正の際現に在職する学生部

長は、改正時における任期のはじめから起

算して、引き続き 4年をこえて在任するこ

とができないものとする。

付千葉大学教員選考基準

第 1条教育公務員特例法(昭和24年法律第

1号〉第4条及び教育公務員特例法施行令

(昭和24年政令第6号〉第2条の規定に基

づき、千葉大学の教授、助教授、講師及び

助手の選考は、この基準により行なう。

第 2条教授の選考は、次の各号のーに該当

する者について行なう。

一博士の学位(外国において授与された

これに相当する学位を含む。〉を有する者

二研究上の業績が前号の者に準ずると認

められる者

三大学(旧大学令(大正7年勅令第 388

号〉による大学を含む。以下本条、次条

及び第5条において同じ。〉において教授

の経歴のある者

四大学において助教授の経歴があり、教

育研究上の業績があると認められる者

五高等学校及び専門学校(旧高等学校令

〈大正7年勅令第389号〉による高等学校

及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)

による専門学校をいう。以下次条第5号

において同じ。〉並びにこれらと同等以上

と認められる学校において 5年以上教授

の経歴があり、教育研究上の業績がある

と認められる者

六芸能体育等については、特殊の技能に

ひいで、教育の経歴のある者

この基準は、昭和39年 3月12日から施行す

る。

千葉大学教員選考基準

第 1条教育公務員特例法第4条に基き本学

教授、助教授並びに講師の採用及び昇任の

選考は、この基準により行う。

第 2条教授の選考は、次の各号のーに該当

する者について行う。

一博土〈日本における博士の学位と同等

と認められる外国の学位を含む。〉の学位

を有し、教育上の経験又は識見をもって

いる者

二公刊された著書論文報告等により博士

の学位を有する者に匹敵する研究上の業

績があり、教育上の経験又は識見をもっ

ている者

三高等専門学校以上の学校において 3年

以上教員の経験があり、教授上学問上の

業績がある者

「註」 芸能、体育の諸学科については展

覧会、体育会、品評会等において技術

優秀の証明を得た者等は本ー号に準じて

考慮する。

四学術技能に秀いで、教育に経験がある

者

「註」 本号は音楽，美術，体育，家政等

前 3号の基準によって、判定すること

が困難な場合を規定したものである。

第 3条助教授の選考は、教授の選考に準ず

るものとし、概ね次の各号のーに該当する
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第 3条助教授の選考は、次の各号のーに該

当する者について行う。

一前条に規定する教授となることのでき

る者

二大学において助教授又は専任の講師の

経歴のある者

三大学において 3年以上助手又はこれに

準ずる職員としての経歴があり、教育研

究上の能力があると認められる者

四修士の学位を有する者又は旧大学令に

よる大学の大学院に 3年以上在学した者

で、教育研究上の能力があると認められ

る者

五高等学校及び専門学校並びにこれらと

同等以上と認められる学校において、 3 

年以上教疫の経歴があり、又は 5年以上

助教授若しくは専任の講師の経歴があ

り、教育研究上の業績若しくは能力があ

ると認められる者

六研究所、試験所、調査所等に 5年以上

在職し、研究上の業績があると認められ

る者

第 4条 講師の選考は、次の各号のーに該当

する者について行なう。

一第2条又は前条に規定する教授又は助

教授となることのできる者

こその他特殊な専攻分野について教育上

の能力があると認められる者

第 5条助手の選考は、次の各号のーに該当

する者について行う。

一大学の学部を卒業した者

二前号の者に準ずる能力があると認めら

れる者

第 6条教授会は、あらかじめ学長の承認を

得て、この基準に関する内規を定めること

ヵ:で、きる。

附則

この基準は、昭和29年 6月23日から施行す

る。

附則

この基準の改正は、昭和48年 1月11日から

施行する。
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者について行う。

一博士の学位を有する者

二研究業績がある者

三 旧制大学の助教授又は専任講師の経歴

がある者

四 旧制大学の助手又はこれに準ずる職員

として 2年以上在職し、研究上，教授上

の能力があると認められる者

五旧制大学の大学院学生として 2年以上

在学し、かっ研究上、教授上の能力があ

ると認められる者

六高等専門学校の教授又は専任講師とし

て在職し、研究上、教授上の業績がある

者又は能力があると認められる者

七大学卒業者(高等学校高等科教員免許

状所有者を含む。〉にあっては 2年以上、

高等専門学校卒業者にあっては 5年以

上、高等専門学校の助教授として在職

し、研究上若しくは、教授上の業績があ

る者又は能力があると認められる者

八担当学科に関連する権威ある研究所、

試験所、調査所、事業場等において 2年

以上〈高等専門学校卒業者にあっては 5

年以上〉在職し、教育土、研究上の業績

がある者

九芸能、体育の諸学科については、展覧

会、体育会，品評会等において、技術優

秀の証明を得た者で、特に教授上若しく

は、教育上の業績がある者又は能力があ

ると認められる者

第 4条講師の選考は、次の各号のーに該当

する者について行う。

一教長、助教授の選考に準ずる。但し;場

合によっては所要の年限又は経歴を除い

て考慮することができる。

こその他、教授能力があると認められる

者

第 5条助手の選考は、教育公務員特例法施

行令第2条に基き、次の各号のーに該当す

る者について行う。

高等専門学校以上の学校を卒I業した者

二その学科目伝聞する知識技能を有する
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(12) 千葉大学大学院委員会規程

第 1条 千葉大学大学院の管理運営に関する

重要事項を審議するため、大学院委員'会

(以下「委員会」とし、う。〉を設ける。

第 2条委員会は、次に掲げる職員をもって

組織する。

一学長

二各研究科長

三各研究科の教授 2名

2 前項第3号の委員は各研究科委員会にお

いて選出し、その任期は 2年とする。

第 3条委員会は次の事項を審議する。

大学院の組織運営に関する事項

二学位授与の認証に関する事項

三学長の諮問した事項

四 その他大学院に関する重要事項

第 4条学長は会議を招集して、その議長と

7t.る。

第 5条会議は、委員の 3分の 2以上の出席

をもって成立し、出席委員の過半数の同意

をもって議決する。

第 6条学長は、必要あるときは委員以外の

者を会議に出席させることができる。

第7条委員会の庶務は、事務局が処理す

る。

附則

この規程は、昭和30年7月 1日から施行

し、昭和30年4月1日から適用する。

附則

この規程の改正は、昭和39年 4月 1日から

施行する。

附則

1 この規程の改正は、昭和50年 1月1日か

ら施行する。

2 改正前の第2条第 1項第3号の委員は、

者

第 6条教授会は、予め学長の承認を得て、

この基準に関する内規を定めることができ

る。

附則

この基準は、昭和29年 6月23日から施行す

る。

千葉大学大学院委員会規程

第 1条千葉大学大学院の管理運営に関する

重要事項を審議するため、大学院委員会

(以下「委員会」という。〉を設ける。

第 2条委員会は次に掲げる職員をもって組

織する。

学長

二医学部長

三 医学研究科の各専門課程の教授 1名

前項第 3号の委員は、各専門課程ごとに

研究科委員の互選によって定め、その任期

は2年とする。

第 3条委員会は次の事項を審議する。

大学院の組織運営に関する事項

二学位授与の認証に関する事項

三学長の諮問した事項

四 その他大学院に関する重要事項

第4条学長は会議を招集して、その議長と

なる。

第 5条会議は、委員の 3分の 2以上の出席

をもって成立し、出席委員の過半数の同意

をもって議決する。

第 6条学長は必要あるときは委員以外の者

を会議に出席させることができる。

第7条委員会の庶務は、事務局が処理す

る。

附則

この規程は、昭和30年 7月 1日から施行

し、昭和30年4月 1日から適用する。
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この規程改正の施行と同時にその任期を満

了するものとする。

(13) 千葉大学学位規程

(目的)

第 1条 この規程は、学位規則(昭和28年文

部省令第9号。以下「省令」とし、う。〉第12

条の規定に基き、千葉大学(以下「本学」

という。〉において授与する学位の種類、論

文審査及び試験の方法、その他学位に関し

必要な事項を定めるものとする。

(学位の種類)

第 2条本学において授与する学{立は、博士

及び修士とする。

2 博土及び修士の種類は、次のとおりとす

る。

医学博士

薬学博士

理学修士

薬学修士

保健学修士

工学修士

農学修士

(学位授与の要件〉

第 3条 i専土の学位は、本学大学院医学研究

科規程及び薬学研究科規程の定めるところ

により大学院博士課程を修了した者に授与

する。

2 前項に規定するもののほか、本学に学位

論文を提出してその審査及び試験に合格

し、かつ、本学大学院博士課程を修了した

者と同等以上の学力があると認められた者

に授与することができる。

第 3条の 2 修士の学位は本学大学院理学研

究科規程、看護学研究科規程、工学研究科

規程及び園芸学研究科規程の定めるところ

により大学院修土課程を修了した者並ひ、に

本学大学院薬学研究科規程の定めるところ

により大学院薬学研究科前期課程を修了し

た者に授与する。

(学位論文の提出〉

第 4条第3条第2項に規定する者が学位論

文を提出するときは、学位申請書に学位論
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千葉大学学位規程

(目的〉

第 1条 この規程は、学位規則(昭和28年文

部省令第9号、以下「省令」という。〉第11

条の規定に基き、千葉大学(以下「本学」

という。〉において授与する学位の種類、論

文審査および試験の方法、その他学位に関

し必要な事項を定めるものとする。

(学位の種類〉

第 2条本学において授与する学位は、医学

博士とする。

(学位授与の要件〉

第 3条博士の学位は、本学大学院医学研究

科規程の定めるところにより大学院博士課

程を修了した者に授与する。

2 前項に規定するもののほか、本学に学位

論文を提出してその審査および試験に合格

し、かつ、本学大学院の博士課程に 4年以

上在学して所定の単位を修得した者と同等

以上の学力があると認められた者に授与す

ることヵ:で、きる。

(学位論文の提出〉

第4条前条第2項に規定する者が学位論文

を提出するときは、学位申請書に学位論

文、論文目録、論文内容の要旨、履歴書お

よび審査手数料7，500円を添え、研究科長

を経て学長に提出しなければならない。

2 提出した学位論文および既納の審査手数

料は返付しない。

(学位論文〉

第 5条前条第 1項の規定により提出する学

位論文は、 1篇 5通とする。ただし、参考

として他の論文を添えることができる。

2 審査のため必要があるときは、学位論文

の提出者に対して当該論文の訳本、模型ま

たは標本等の提出を求めることができる。

(学位論文の受理および審査の付託〉

第 6条第4条第 1項の規定により提出され

た学位論文の受理については、研究科委員

会の議を経て学長がこれを決定する。
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文、論文目録、論文内容の要旨、履歴書及

び審査手数料 2万円を添え、研究科長を経

て学長に提出しければならない。

2 提出した学位論文及び既納の審査手数料

は返付しない。

(学位論文〉

第 5条前条第 1項の規定により提出する学

位論文は、 1篇 5通とする。ただし、参考

として他の論文を添えることができる。

2 審査のため必要があるときは、学位論文

の提出者に対して当該論文の訳本、模型文

は標本等の提出を求めることができる。

(学位論文の受理及び審査の付託〉

第 6条第4条第 1項の規定により提出され

た学位論文の受理については、研究科委員

会の議を経て学長がこれを決定する。

2 前項により学位論文を受理したときは、

学長は、研究科委員会にその審査を付託す

るものとする。

(審査委員〉

第 7条前条第2項の規定により学位論文が

審査に付されたときは、研究科委員会は、

論文内容に関連する科目の教授のうちから

3名以上の審査委員を選出し、当該論文の

審査を委嘱する 0'ただし、必要があるとき

は、研究科の他の教官を審査委員に選ぶこ

とができる。

(論文の審査、試験及び試問〉

第 8条第G条第 1項の規定により受理した

学位論文については、審査及び試験並びに

試聞を行う。

2 試験は、論文を中心として、これに関連

ある事項について口頭又は筆答により行

う。

3 試聞は、口頭又は筆答により専攻学術及

び外国語について、本学大学院の博士課程

を修了した者と同等以上の学力を有するこ

とを確認するために行う。この場合外国語

について 2種類を課する。

4 第 3条第2項により学位論文を提出した

者が、本学大学院医学研究科に4年以上又

は薬学研究科に 5年(大学院修士課程を修

資料編

i日

2 前項により学位論文を受理したときは、

学長は、研究科委員会にその審査を付託す

るものとする。

(審査委員〉

第 7条前条第2項の規定により学位論文が

審査に付されたときは、研究科委員会は、

論文内容に関連する科目の教授のうちから

3名以上の審査委員を選出し、当該論文の

審査を委l属する。ただし、必要があるとき

は、研究科の他の教官を審査委員に選ぶこ

とヵ:できる。

(論文の審査、試験および試問〉

第 8条第6条第 1項の規定により受理した

学位論文については、審査および試験なら

びに試問を行う。

2 試験は、論文を中心として、これに関連

ある事項について口頭または筆答により行

う。

3 試問は、口頭または筆答により専攻学術

および外国語について、木学大学院の|専士

課程を修了した者と同等以上の学力を有す

ることを確認するために行う。この場合外

国語については 2種類を課する。

4 第 3条第 2項により学位論文を提出した

者が、本学大学院に4年以上在学し、所定

の単位を修得した者であるときは、前項の

試問を免除することができる。

5 学位論文の審査、試験および試問は当該

論文を受理した日から 1年以内に終了する

ものとする。

(審査委員の報告〉

第 9条前条の規定により学位論文の審査，

試験および試聞を終了したときは、審査委

員は、論文審査の要旨に試験および試聞の

成績を添え、研究科委員会に文書で報告し

なければならない。

(研究科委員会の審議〉

第10条研究科委員会は、前条の報告に基い

て審議し、学位論文の審査、試験および試

聞の合否について議決する。

2 前項の議決をするには、出席委員の 3分

の2以上の賛成を必要とする。
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了した者にあっては、当該課程における 2

年の在学期聞を含む。〉以上在学し、所定の

単位を修得した者で、あるときは、前項の試

問を免除することができる。

5 学位論文の審査、試験及び試聞は当該論

文を受理した日から 1年以内に終了するも

のとする。

(審査委員の報告〉

第 9条前条の規定により学位論文の審査、

試験及び試問を終了したときは、審査委員

は、論文審査の要旨に試験及び試問の成績

を添え、研究科委員会に文書で報告しなけ

ればならない。

(研究科委員会〉

第10条研究科委員会は、前条の報告に基い

て審議し、学位論文の審査、試験及び試問

の合否について議決する。

2 前項の議決をするには、出席委員の 3分

の2以上の賛成を必要とする。

(研究科長の報告〉

第11条研究科委員会が前条の議決をしたと

きは、研究科長は、その結果をすみやか

に、文書で、学長に報告しなければならな

し、。

(学位の授与〉

第12条学長は、前条の報告に基き、大学院

委員会の議を経て学位の授与について決定

する。

2 学長は学位を授与すべき者には、所定の

学位記を授与し、授与できない者には、そ

の旨を通知する。

(学位論文の要旨の公表〉

第13条本学は、博士の学位を授与したとき

は、学位を授与した日から 3月以内に、そ

の論文の内容の要旨及び論文審査の結果の

要旨を公表するものとする。

(学位論文の公表〉

第14条博士の学位の授与を受けた者は、学

位の授与を受けた日から 1年以内に、その

学位論文を印刷公表するものとする。ただ

し、既に印刷公表したものは、この限りで

ない。

1220 
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(研究科長の報告〉

第11条研究科委員会が前条の議決をしたと

きは、研究科長は、その結果をすみやか

に、文書で、学長に報告しなければならな

し、。

(学位の授与〉

第12条学長は、前条の報告に基き、大学院

委員会の議を経て学位の授与について決定

する。

2 学長は学位を授与すべき者には、所定の

学位記を授与し、授与できない者には、そ

の旨を通知する。

(学位論文の要旨の公表〉

第13条本学は、学位を授与したときは、学

位を授与した日から 3月以内に、その論文

の内容の要旨および論文審査の結果の要旨

を公表するものとする。

(学位論文の公表〉

第14条学位の筏与を受けた者は、学位の授

与を受けた日から 1年以内に、その学位論

文を印刷公表するものとする。ただし、既

に印刷公表したものは、この限りでない。

2 前項の規定により学位論文を公表する場

合には、「千葉大学審査学位論文」と明記し

なければならない。

(学位名称の使用)

第15条学位の授与を受けた者が、学位の名

称を用いるときは、「医学博士(千葉大学)J

と付記するものとする。

2 学位記の様式は別表第1および別表第2

のとおりとする。

(学位授与の取消〉

第四条学位を授与された者が、その名誉を

汚犀する行為があったとき、または不正の

方法により学位の授与を受けた事実が判明

したときは、学長は、研究科委員会および

大学院委員会の議を経て、学位の授与を取

り消し、学位記を還付させることがある。

2 研究科委員会において、前項の議決をす

“るには、出席委員の 4分の 3以上の賛成を

必要とする。

〈学位記の再交付〉
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2 前項の規定にかかわらず、博士の学位の

授与を受けた者は、やむを得ない事由があ

る場合には、研究科長の承認を受けて、当

該論文の全文に代えて、その内容を要約し

たものを印刷公表することができる。

3 前 2項の規定により学位論文を公表する

場合には、「千葉大学審査学位論文」又は

「千葉大学審査学位論文(要約)Jと明記しな

ければならない。

〈学位名称の使用〉

第15条学位の授与を受けた者が、学位の名

称を用いるときは学位の次に(千葉大学〉

を附記するものとする。

2 学位記の様式は、別表第 1、第 2及び第

3のとおりとする。

(学位授与の取消〉

第16条学位を授与された者が、その名誉を

汚辱する行為があったとき、又は不正の方

法により学位の授与を受けた事実が判明し

たときは、学長は、研究科委員会及び大学

院委員会の議を経て、学位の授与を取り消

し、学位記を還付させることがある。

2 研究科委員会において、前項の議決をす

るには、出席委員の 4分の 3以上の賛成を

必要とする。

(学位記の再交付〉

第17条学位記の再交付を受けようとすると

きは、その理由を具し、学長に願し、出なけ

ればならない。

(学位授与の報告〉

第四条本学において博士の学位を授与した

ときは、学長は、省令第11条の定めるとこ

ろにより、文部大臣に報告するとともに、

学位簿に登録する。

(細則〉

第四条 この規程で定めるもののほか、必要

な細則は、研究科長が学長の承認を得て定

めることができる。

附則

1 この規程は、昭和34年3月20日から施行

する。

2 千葉医科大学学位規程は廃止する。ただ

第17条学位記の再交付を受けようとすると

きは、その理由を具し学長に願し、出なけれ

ばならない。

(学位授与の報告〉

第四条本学において博士の学位を授与した

ときは、学長は、省令第10条の定めるとこ

ろにより、文部大臣に報告するとともに、

学位簿に登録する。

(細則〉

第四条 この規程で定めるもののほか、必要

な細則は、研究科長が学長の承認を経て定

めることができる。

附則

1 この規程は、昭和34年 3月20日から施行

する。

2 千葉医科大学学位規程は廃止する。ただ

し、旧学位令による学位の授与について

は、この規程の施行にかかわらず、昭和35

年 3月31日までなお従前の例による。

別表第 1 第 3条第 1項の規定により授与す

る学位記の様式

千葉大学園

日

博士課程の
年生月H 

氏名

襲道本籍都名
記位
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し、旧学位令による学位の授与については、 |別表第2 第 3条第2項の規定により授与す

この規程の施行にかかわらず、昭和35年 3 I る学位記の様式

月31日まで、なお従前の例による。

附則

この規程の改正は、昭和39年 4月1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和40年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和42年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和44年 4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和50年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和50年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和51年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和54年4月1日から

施行する。

別表第 1 (第3条第 1項の規定により授与

する学位記の様式)

号
千葉大学回

年

博士程課の 生月日 都道府県名

同己

備考 O印には、本文においては、研究科

又は学位の名称を、番号においては、研

1222 
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究科の名称の頭文字を記入する。(別表第

2及び第 3においても同様とする。〉

ノーa

イ了現

別表第 2 (第 3条第 2項の規定により授与

する学位記の様式〉

号
千葉大学園

年月

土の

生月日
都道露

学三plヨU 

別表第 3 (第3条の 2の規定により授与す

る学位記の様式〉

ill4 
プー

位

記

本
籍

氏
名

年

月

日

生

本
学
大
学
院

O
O研
究
科
の
ム
ム
課
程

に
お
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
学
位
論

文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
し
た
の

で

O
O修
士
の
学
位
を
授
与
す
る
。

年

月

日

千
大
院

O
修
第

(
都
道
府
県
名
)

千
葉
大
学

号

回

備考ム印には、薬学修士の場合は、「前

期Jと、その他の修士の場合は、「修士」

と記入する。

〈現学則制定当時〉

目次

第 1章総則

第 1節目的

第 2節構成

第 2章学部通則

第 1節修業年限、在学期間、学年、学
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目次

第 1章総則

第 1節目的

第 2節構成

第 2章学部通則

第 1節修業年限、在学期間、学年、学
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第 2節入学、退学、転学、留学、休学

及び除籍

第 3節教育課程及び履修方法

第 4節考査及び単位認定

第 5節卒業及び修了

第 6節医学進学課程

第 7節検定料、入学料、授業料及び寄

宿料

第 8節専攻科及び別科

第 9節特別聴講学生、聴講生、専攻

生、委託研究生、研究生、受託研

修生及び外国人学生

第10節通信教育及び公開講座

第11節学寮及び留学生寮

第12節賞罰

附則

千葉大学学則

第 1章総則

第 1節目的

第 1条本学は教育基本法の精神に則り、広

く知識を授け人格の陶冶を図ると共に、深

く専門の学芸を教授研究し、大学院におい

ては、学術の理論及び応用を教授研究して

その深奥を究め、以て文化の進展に寄与す

る有為な人材を養成することを目的とす

る。

第 2節構成

第 2条木学の学部、学科、課程及び学生定

員は次のとおりとする。

入定次3編年学員
入学 総定

学部 学科・課程
定員 員

学部法経学科 12:~1 820 

小学校教員養成課程 370 1，480 

中学校教員養成課程 120 480 
教育

養程護学校教員養成課 20 80 

学部
幼稚園教員養成課程 30 120 

特養別成教課科程(看護〉教員 20 80 
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期及び休業日

第 2節入学、退学、転学及び休学

第 3節教育課程及び履修方法

第 4節考査及び単位認定

第 5節修了及び卒業

第 6節検定料、入学料、授業料及び寄

宿料

第7節別科生、聴講生、研究生、委託

生及び外国人学生

第 8節通信教育及び公開講座

第 9節学寮

第10節賞罰

附則

千葉大学学則

第 1章総則

第 1節目的

第 1条本学は教育基本法の精神に民的、広

く知識を授け人格の|拘冶を図るとともに、

深く専門の学芸を教授研究し、人類文化の

向上に寄与する有為な人材を養成すること

を目的とする。

第 2節構成

第 2条木学の学部、学科及び学生定員は次

の通りとする。

文理学部 840 

教育学部 4 年課程 1，040
2 年課程 620

医 学 部 320 

薬 一A子u. 部 160 

工 学 部工業意匠学科 80 

建築学科 120 

機械工学科 160 

電気工学科 120 

工業化学科 240 

園芸学部園芸学科 280 

農芸化学科 100 

造園学科 100 

第 2章学部通則

第 1節修業年限、在学期間、学

年、学期及び休業日

第 3条本学の修業年限は 4年とする。但

し、教育学部の 2年課程にあっては、修了
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|養護教諭養成課程 1 401 

数 戸寸u.三唱 科 35 140 

理学 物理学科 35 140 

化 ρ寸且一，‘ 科 35 140 
部

生物学科 20 80 

地 学 科 35 140 

同|部 専 門課程 480 

総合薬品科学科 80 80 

薬部学 薬学科 120 

製薬化学科 120 

軍需|看護学科 1 601 101250 

lp意匠学Aコース 50 180 

B 1/ 30 41 128 

建築学科A
1/ 40 200 

B 11 20 61 112 

建築工学科 A
1/ 40 80 

B 1/ 10 20 

機械工学科A 40 160 

B 1/ 201 10 90 

機二械学科工学第AB グ

45 170 

工学 101 10 70 

部
A 11 40 160 

電気工学科B 1/ 201 10 90 

電子工学科A
H 45 170 

B 11 101 10 70 

工業化学科A 40 160 

B 1/ 201 10 90 

合成化学科A 45 170 

B 1/ 101 10 70 

画像工学科A 85 330 

B 1/ 501 10 220 

園芸学科 50 180 

農芸化学科 25 100 

園芸 造園学科 45 150 

学部 園芸経済学科 40 80 

環境緑地学科 160 

年限を 2年とする。

第4条在学期間は、修業又は修了年限の 2

倍の年数を超えるととができない。

第 5条学年は、 4月 1日に始まり、翌年3

月31日に終る。'

第 6条学年を次の 2期に分ける。

前期 4月1日より 10月15日まで

後期 10月16日より翌年3月31日まで

第 7条前条の規定は、学部の事情により学

長の承認を得て変更することができる。

第8条休業日は、次のとおりとする。

一国民の祝日

日曜日

本学創立記念日

春季休業

11月5日

4月 1日より 4月10

日まで。

7月11日より 9月10

日まで、。

12月25日より翌年 1

月7日まで。

学長がその都度定め

る。

第 9条前条休業日のうち、春季休業、夏季

休業及び冬季休業については、学部の事情

により学長の承認を得て変更することがで

きる。

第 2節入学、退学、転学及び休学

第10条入学の時期は、毎学年の始めから30

日以内とする。

第11条入学資格者は、学校教育法第56条及

び学校教育法施行規則第69条の定めるとこ

ろにより、次の各号のーに該当するもので

なければならない。

一高等学校を卒業した者

二通常の課程による12年の学校教育を修

了した者、又は通常の課程以外の課程に

よりこれに相当する学校教育を修了した

者

三外国において学校教育における12年の

課程を修了した者

四文部大臣の指定した者

第12条医学部入学資格者は、修業年限4年

1225 
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|農業生産管理学科 1 -1 1 80 

計 1
2，2001 沖，

本学に、一般教養に関する教育を一括し

て行うため教養部を置く。

第 2条の 2 本学に大学院を置く。

大学院に関する規程は、別に定める。

第 2章学部通則

第 l節修業年限、在学期間、学

年、学期及び休業日

第3条本学の修業年限及び修了年限は、次

のとおりとする。

学部|課 程 1修年限了 1 年修業限

人文学部 4年

教育学部 4年

理学部 4年

医学部 専医学門進学課課程程 42 年年 6年

薬学部 4年

看護学部 4年

工学部 4年

園芸学部 4年

第 4条在学期間は、修業又は修了年限の 2

倍の年数を超えることができない。

第 5条学年は 4月1日に始まり、翌年3月

31日に終わる。

第 6条学年を次の 2期に分ける。

前期 4月1日から 9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

第 7条前条の規定は、学部又は教養部の事

情により学長の承認を得て変更することが

できる。

第 8条休業日は、次のとおりとする。

一 国民の祝日に関する法律に規定する休

日

一日曜 日

一本学創立記念日 11月5日

四春季休業 4月1日から 4月7日まで

五夏 季休業 7月11日から 8月31日まで

六冬季休業 12月25日から翌年 1月7日

まで
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の大学において2年以上在学し、所定の科目

につき所定の単位を履修したもの並びに文

部大臣の指定した者でなければならない。

第13条入学志願者については、選考の上入

学を許可する。

第14条次の各号のーに該当する者であって

本学に編入学を志願する者があるときは、

欠員のある場合に限り、選考の上相当年次

に入学を許可することがある。

一本学又は他の大学を卒業，修了又は退

学した後、入学を志願する者

二旧制の専門学校、高等学校高等科、大

学予科等の課程を卒業又は修了した者

第15条本学の学生であって他の学部又は学

科に転学を志願する者、又は他の大学の学

生であって本学に転入学を志願する者につ

いては、欠員ある場合に限り、選考の上相

当年次に入学を許可することがある。但

し、学部において別段の定めある場合は、

この限りではない。

第16条前2条の規定による入学年次の認定

については、別に定めるところによる。

第17条入学を許可された者は、別に定める

ところにより入学の手続及び宣誓を行わな

ければならない。

故なくして宣誓を行わない者に対して

は、学長は、その入学許可の取消を行う。

第四条学生が退学又は他の大学に転学しょ

うとするときは、事由を具して学長に申し

いで、その許可を受けなければならない。

第四条疾病その他の事由によって 2ヶ月以

上学習することができない場合は、事由を

具して学長に願し、し、で、その許可を得て当

該学期又は学年の終りまで休学することが

で、きる。

疾病の場合には、医師の診断書を添付し

なければならない。

第20条疾病その他の事由によって学習する

ことが不適当と認められる場合には、学長

は、休学を命ずることがある。

第21条休学期間中であっても、その事由が

消滅した場合には学長の許可を得て復学す
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七臨時休業学長がその都度定める。

第 9条前条の休業日のうち、春季休業、夏

季休業及び冬季休業については、学部又は

は教養部の事情により学長の承認を得て変

更することができる。

第 2節入学，退学，転学，留学，

休学及び除籍

第10条入学の時期は、毎学年の始めから30

日以内とする。

第11条入学資格者は、学校教育法第56条及

び学校教育法施行規則第69条の定めるとと

ろにより次の各号のーに該当するものでな

ければならない。

一高等学校を卒業した者

二通常の課程により12年の学校教育を修

了した者又は通常の課程以外の課程によ

りとれに相当する学校教育を修了した者

三外国において学校教育における12年の

課程を修了した者

四文部大臣の指定した者

五大学入学資格検定規程により文部大臣

の行う大学入学資格検定に合格した者

六その他本学において、相当の年齢に達

し、高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者

第12条入学志願者については、選考の上入

学を許可する。

第12条の 2 次の各号のーに該当する者であ

って、看護学部又は工学部Bコースの 3年

次に編入学を志願するものがあるときは、

選考の上入学を許可する。

一高等専門学校又は短期大学を卒業した

者

二大学を卒業した者

三修業年限4年以上の大学の学部に 2年

以上在学し、所定の単位を修得した者

第13条次の各号のーに該当する者であっ

て、本学に再入学又は編入学を志願するも

のがあるときは、欠員のある場合に限り、

選考の上相当年次に入学を許可するととが

ある。

一本学を卒業、修了又は退学した者〈再

ることができる。

第22条休学期間は、通算して 4年を超える

ことはできない。

休学期間は、これを在学年数に算入しな

し、。

第 3節教育課程及び履修方法

第23条学科目を分けて一般教育科目、専門

科目、外国語及び体育とする。

第24条一般教育科目、外国語及び体育は、

原則として第 2年次末までに履修し、専門

科目は、第2年次以降において履修する。

但し、教育学部2年課程にあっては、第1

年次より前項の各学科目を併せて履修す

る。

第25条一般教育科目、外国語及び体育は、

文理学部において、専門科目は各学部にお

いて、それぞれ履修する。但し、教育学部

の専門科自の一部は文理学部において履修

する。

教育学部の 2年課程においては、前項の

規定によらないことができる。

第26条本学において設ける一般教育の科目

は次のとおりとする。

人文科学系列哲学、倫理学、心理学、文

学、鹿史、人文地理、音

楽、美術

社会科学系列法学、経済学、社会学、統

計学

自然科学系列数学、物理学、化学、生物

学、地学

第27条学生は、前条の一般教育科目につき

各系列より 3科目12単位以上を履修し、合

計 9科目36単位以上を修得しなければなら

ない。

教育学部2年課程においては、別に定め

るところI乙よる。

第28条専門科目の履修方法については、各

学部の定めるところによる。

第29条学生は他の学部の学科目を履修又は

聴講することができる。但し、所属学部長

を経て、当該学部長の許可を得なければな

らない。
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入学〉

二他の大学、短期大学、国立養護教諭養

成所若しくは高等専門学校又は旧制の専

門学校、高等学校高等科、大学予科等を

卒業又は修了した者(編入学〉

第14条本学の学生であって他の学部文は学

科に転部又は転科を志願する者又は他の大

学の学生であって本学に転学を志願する者

については、欠員ある場合に限り、選考の

上相当年次に11岳部、転科又は入学(転学〉

を許可することがある。

第15条 0iJ3条の規定による選考方法その他

必要事項は、学長の承認を得て各学部長が

定める。

第16条 医学部専門課程の進学については第

39条に定めるものの外、次の各号のーに該

当する者で、あって進学を志願するものがあ

るときは、欠員ある場合に限り、選考の上

これを許可することがある。

一医学進学課程を修了した者

二外国において進学の課程に相当する課

程を含む学校教育における14年の課程を

修了した者

三修業年限4年以上の大学において、 2

年以上在学し、大学設置基準第33条第 1

項に規定する単位を修得した者

四前号の外文部大臣の指定した者(昭和

29年文部省告示第68号〉

第17条入学の許可を受けようとする者は、

所定の期日までに入学料を納め、宣誓書、

保証書その他の書類を提出しなければなら

ない。ただし、入学料については、第44条

の2の規定により、免除の申請をすること

ヵ:で、きる。

学長は、前項の入学手続きを完了した者

に入学を許可する。

第四条学生が退学又は他の大学に転学しょ

うとするときは、事由を具して学長に申し

出で、その許可を受けなければならない。

第四条の 2 学生は、別に定めるところによ

り学長に願い出て、その許可を得て外国の

大学に留学することができる。
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第4節考査及び単位認定

第30条学生が学科目を履修した場合には考

査を行い、合格した者に対して単位を与え

る。

考査は、試験、論文、報告書その他に

よって行う。

第31条考査及び単位認定は授業担当学部に

おいてこれを行う。

第32条前2条の単位に関する規定は、医学

部にはこれを適用しない。

第 5節修了及び卒業

第33条第3条に規定する期間以上在学して

所定の科目を履修し、所定の単位を修得し

た者には、卒業証書又は修了証書を授与す

る。

医学部においては、所定の科目を履修

し、正規の試験に合格した者に対し卒業証

書を授与する。

第34条卒業及び修了の認定については、各

学部の教授会の議を経て学長がこれを行

う。

第35条卒業者は、学士の称号を用いること

ができる。

学士号の種類は、法令の定めるところに

よる。

第 6節検定料、入学料、授業料及

び寄宿料

第36条入学〈転入学を除く〉を志願する者

は、検定料金 400円を納めなければならな

し、。

第37条入学を許可された者は、入学料金

400円を所定の期日までに納めなければな

らない。

入学料を納めない者は、入学許可を取消

す。

第38条授業料は、年額金 6，000円とし次の

2期に納めなければならない。

前期金 3，000円納期授業開始後15日

以内

後期金 3，000円納期授業開始後15日

以内

第39条授業料を 2期に納めることが困難な
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前項の許可を得て留学した期間は、第3

条に規定する期間に算入する。

第四条疾病その他の事由によって 2か月以

上学習することができない場合は、事由を

具して学長に願い出て、その許可を得て休

学することができる。

疾病の場合には、原則として学校医の診

断書を添付しなければならない。

第20条疾病その他の事由によって学習する

ことが不適当と認められる場合には、学長

は、休学を命ずることがある。

第21条休学期間満了の場合又は休学期間中

であっても、その事由が消滅した場合には

学長の許可を得て復学することができる。

ただし、疾病による事由の場合には学校医

の診断書‘を添えなければならない。

第22条休学期間は、通算して 4年を超える

ことはできない。

休学期間はこれを在学年数に算入しな

し、。

第22条の 2 疾病その他の事由により、成業

の見込みがないと認められる者は、教授会

の議を経て学長がこれを除籍する。

第22条の 3 次の各号のーに該当する者は、

学長がこれを除籍する。

一第44条の 3に該当する者で、所定の期

日までに入学料を納付しないもの

二授業料の納期を経過し、督促を受けて

も、納付しない者

三第4条に規定する期間を超えた者

四第22条に規定する期聞を超えた者

五休学期聞を満了しでも、何等の手続を

しない者

六死亡の届出のあった者

第 3節教育課程及び履修方法

第23条授業科目を分けて一般教育科目、外

国語科目、保健体育科目及び専門教育科目

とし、このほか学部又は学科の種類によっ

ては、その専攻分野に関連のある基礎教育

科目を置くことができる。

第24条削除

第25条一般教育科目、外国語科目、保健体
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事情にある者に対しては、願出により延納

又は月割分納を許可することができる。

前項の延納を許可する期間は、各期の末

可までとする。

第 1項の分納月割額は金 500円とし、毎

月5日までに納めなければならない。

第40条特別の事由で授業料を納めることが

できなくなった者に対-しては、願出により

その事情を審査し授業料を減免することが

できる。但し、減免の事情がなくなった場

合には、その月から月割を以てその期の授

業料を徴収する。

第41条退学又は転学した者、若しくは、退

学を命ぜられた者又は停学中の者について

は、その期の授業料を徴収する。

第42条 1学期を通じて休学を許可された者

については、その期の授業料を徴収しな

い。但し、休学者が中途復学したときは、

その月から月割を以ってその期の授業料を

徴収する。

第43条寄宿料は、月額金 100円とし、毎月

5日までに納めなければならない。

第44条既納の料金は、返付しない。

第45条授業料その他の料金を納めない者

で、その情状しゃく量の余地がない者は除

籍する。

第7節別科生、聴講生、研究生、

委託生及び外国人学生

第46条木学に簡易な程度において特別の技

能教育を施すことを目的として、別科-を置

くことがある。

別科に関する規程は、別にこれを定め

る。

第47条本学所定の学科目の中、 1科目又は

数科目を選んでl聴講を志望する者があると

きは、当該学科の授業に妨げない限り、選

考の上聴講生として入学を許可することが

ある。

聴講生に関する規程は、別にこれを定め

る。

第48条本学において特殊事項の研究を志望

する者があるときは、選考の上研究生とし
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育科目及び基礎教育科目は教養部におい

て、専門教育科目は各学部において、それ

ぞれ履修する。ただし、教育学部の専門教

育科目の一部は人文学部及び理学部におい

て履修する。

第26条一般教育科目、外国語科目、保健体

育科目及び基礎教育科目の授業科目、単位

数及び履修方法については、教養部の定め

るところVこよる。

第27条削除

第28条専門教育科目の授業科目、単位数及

び履修方法については各学部の定めるとこ

ろによる。

第29条学生は、他の学部又は教養部の授業

科目を履修又は聴講することができる。た

だし、所属学部長又は教養部長を経て当該

学部長又は教養部長の許可を得なければな

らない。

第29条の 2 教育上有益と認めるときは、他

の大学との協議に基づき、学生に当該大学

の授業科目を履修することを認めることが

ある。

前項の規定により学生が修得した単位

は、 30単位を限度として課程修了又は卒業

に必要な単位として取り扱う。

前 2項の規定は、第四条の 2の規定によ

り学生が留学する場合に準用する。

第 4節考査及び単位認定

第30条学生が授業科目を履修した場合には

考査を行い、合格者に対して単位を与え

る。

考査は、試験、論文、報告書、その他に

よって行う。

考査の成績は、優、良、可及び不可の評

語をもって表わし、優、良、可を合格と

し、不可を不合格とする。

第30条の 2 各授業科目に対する単位数は、

1単位の履修時間を教室内及び教室外を合

わせて45時間とし、次の基準により計算す

るものとする。

一講義については、教室内における 1時

聞の講義に対して教室外における 2時間
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て入学を許可するととがある。

研究生に関する規程は，別にこれを定め

る。

第49条公共機関から 1年以上を在学期間と

して本学に学生を委託するむねの申請があ

る場合には、別に定めるところにより入学

を許可することがある。

第50条外国人で木学に入学を志望する者に

対しては、別に定めるところにより選考の

上入学を許可することがある。

第51条別科生、聴講生、研究生、委託生、

外国人学生については、別段の定あるもの

を除く外学部学生に関する規定を準用す

る。

第 8節通信教育及び公開講座

第52条本学は、法令の定めるところにより

通信教育を行うことがある。

通信教育に関する規程は、別にこれを定

める。

第53条本学は一般人の教養を高め、地方文

化の向上に資するため公開講座を設けるこ

とがある。

公開講座に関する規程は、別にこれを定

める。

第 9節学寮

第54条本学に学寮を設け希望者を選考の上

入寮させる。

学寮に関する規程は、別にこれを定め

る。

第10節賞罰

第55条学生として表彰に値する行為があっ

たときは、学長は教授会及び評議会の議を

経てこれを表彰することがある。

第56条本学の定める規程に背き、学生とし

ての本分に反する行為があったときは、学

長は、教授会及び評議会の議を経てこれを

懲戒する。

懲戒は戒告、停学及び放学とする。

附則

本学則は，昭和26年11月 1日からこれを施

行する。
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の準備のための学習を必要とするものと

し、毎週1時間15週の講義をもって 1単

位とする。ただし、教室外の準備のため

の学習が基準どおりできない事情がある

とき、又は教育効果を考慮して必要があ

るときは、 1時間半又は 2時間の講義に

対してそれぞれ教室外における 1時間半

又は 1時間の準備のための学習を必要と

するものとし、毎週1時間半又は 2時間

15週の講義をもって 1単位とすることが

できる。

二演習については、教室内における 2時

間の演習に対して教室外における 1時間

の準備のための学習を必要とするものと

し、毎週2時間15週の演習をもって 1単

位とする。、

三外国語科目については、演習と同一に

取扱う。

四実験・実習・体育実技等の授業につい

ては、学習はすべて実験室、実習場等で

行われるものとし、毎週 3時間15週の実

験又は実習をもって 1単位とする。

第31条考査及び単位認定は、授業担当学部

又は教養部においてこれを行う。

第32条前3条の単位に関する規定は医学部

の専門課程にはこれを適用しない。

第 5節卒業及び修了

第33条第3条に規定する期間以上在学し、

かつ、第26条ないし第28条に規定する所定

の課程を修めた者については、教授会の議

を経て学長が卒業を認定する。

第34条前条の規定により卒業を認定された

者に対し、学長は、卒業証書を授与する。

第34条の 2 卒業の認定は学年度の終わりに

行う。ただし、やむを得ない事由により、

この認定を受けることができなかった者に

ついては次年度の前期の終わり(医学部に

あっては次年度の 7月〉にこれを行うこと

ができる。

第35条卒業者は次の区別に従い、学士と称

することができる。

人文学部
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人文学科文学士

法経学科社会科学士

教育学部教育学士

理学部理学士

医学部医 学士

薬学部薬学士

看護学部衛生看護学士

工学部工学土

園芸学部農学士

第 6節医学進学課程

行

第36条医学部の医学進学課程の授業科目

は、教養部において履修する。

第37条 医学進学課程の授業科目、単位数及

び履修方法については、教養部の定めると

ころtこよる。

第38条 医学進学課程の考査及び単位の認定

は、教養部において行い、その修了の認定

は、医学部教授会の議を経て学長がこれを

行う。

第39条 医学進学課程の修了の認定を受けた

者は、本学医学部の専門課程に進学するも

のとする。

第40条削除

第41条削除

第42条削除

第7節検定料、入学料、授業料及

び寄宿料

第43条入学(転学、編入学及び¥再入学を合

む。〉を志願する者は、検定料として、国立

の学校における授業料その他の費用に関す

る省令(以下「省令」という。〉に規定する額

を納めなければならない。

第44条入学料は、省令に規定する額とす

る。

第44条の 2 特別の事情により入学料の納付

が困難であると認められる場合には、申請

に基づき入学料の全部又は一部を免除する

ことがある。

入学料の免除の取扱いについては、別に

定める。

第44条の 3 前条の規定により入学料の免除

を申請したが許可されなかった者及び入学
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料の一部を免除された者は、別に定める期

日までに、入学料の全額(一部を免除され

た者は、その残額〉を納めなければならな

。、
t
v
 

第44条の 4 次の各号のーに該当する場合に

は，未納の入学料の全額を免除することが

できる。

一第44条の 2の規定により入学料の免除

を申請中の者について死亡したことによ

り除籍した場合

二前条に該当する者について死亡又は入

学料の未納を理由として除籍した場合

第45条授業料は、省令に規定する額とし、

年額の 2分の 1に相当する額をそれぞれ次

の2期に納めなければならない。

前期 4月1日から30日まで〈新たに入学

する者は、大学が指定する期日〉

後期 10月1日から31日まで

第46条経済的理由によって授業料の納付が

困難であり、かつ、学業優秀と認められる

場合、その他特別の事情がある場合には、

申請に基づき授業料の全部又は一部を免除

することがある。

授業料の免除の取扱いについては，別に

定める。

第47条次の各号のーに該当する場合には、

それぞれの額の授業料を免除することがで

きる。

一死亡又は行方不明のため除籍した場合

未志向の授業料の全額

二第44条の 3に該当する者について、入

学料の未納を理由として除籍した場合

未納の授業料の全額

三授業料の未納を理由として除籍した場

合未納の授業料の全額

四授業料の徴収猶予を許可している学生

に対し退学を許可した場合 月割計算に

より退学の翌月以降に納付すべき授業料

の全額

第48条休学を許可した場合は、月割計算に

より休学当月の翌月から復学当月の前月ま

での授業料を免除する。
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第49条経済的理由によって納付期限までに

授業料の納付が困難であり、かつ、学業優

秀と認められる場合、その他特別の事情が

ある場合には、申請に基づき授業料の徴収

を猶予し又は月割分納を許可することがあ

る。

授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱い

については、別に定める。

第50条削除

第51条寄宿料は、省令に規定する額とし、毎

月末日まで、に納めなければならない。ただ

し、 2か月分以上を前納することができる。

特別の事情のある場合には、申請に基づ

き寄宿料を免除することがある。

寄宿料の免除の取扱いについては、別に

定める。

第52条次の各号のーに該当する場合には、

それぞれの額の寄宿料を免除することがで

きる。

一死亡又は行方不明のため除籍した場合

未納の寄宿料の全額

二第14条の 3に該当する者について、入

学料の未納を理由として除籍した場合

未納の寄宿料の全額

三授業料の未納を理由として除籍した場

合未納の寄宿料の全額

第52条の 2 既納の料金は返付しない。

第 8節専攻科及び別科

第53条本学に精深な程度において、特別の

事項を教授し、その研究を指導することを

目的として専攻科を置く。

専攻科に関する規程は，別にこれを定め

る。

第53条の 2 本学に簡単な程度において、特

別の技能教育を施すことを目的として、別

科を置くことがある。

別手1.に関する規程は、別にこれを定める。

第 9節特別聴講学生、聴講生、専

攻生、委託研究生、研究生、

受託研修生及び外国人学生

第54条他の大学又は外国の大学との協議に

基づき、当該大学の学生を特別聴諸学生と
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して入学を許可し、学部又は教養部の授業

科目を履修させることがある。

特別聴講学生に関する規程は、別にこれ

を定める。

第54条の 2 本学所定の授業科目の中、 1科

目又は数科目を選んで聴講を志望する者が

あるときは、当該学科の授業に妨げのない

限り、選考の上聴講生として入学を許可す

ることがある。

聴講生に関する規程は，別にこれを定め

る。

第55条本学において特殊の専門事項の攻究

を希望する者があるときは、授業研究に妨

げのない限り、選考の上専攻生として入学

を許可することがある。

専攻生に関する規程は，別にこれを定め

る。

第56条公共機関その他から委託研究生とし

ての入学の申出があったときは別に定める

ところによりこれを許可することがある。

第56条の 2 本学において特定の専門事項を

専心研究しようとする者があるときは、選

考の上研究生として入学を許可することが

ある。

研究生に関する規程は，別にこれを定め

る。

第56条の 3 公共機関から、受託研修生とし

て受入れの申出があったときは、別に定め

るところにより、これを許可することがあ

る。

第57条外国人で本学に入学を志望する者が

あるときは、別に定めるところにより、選

考の上外国人学生として入学を許可するこ

とがある。

第58条専攻科学生・別科生・特別聴講学

生・聴講生・専攻生・委託研究生・研究生

.受託研修生・外国人学生については別段

の定めあるものを除くほか、学部学生に関

する規定を準用する。

第10節通信教育及び公開講座

第59条本学は、法令の定めるところにより

通信教育を行うことがある。

資料編
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通信教育に関する規程は，別にこれを定

める。

第60条本学は、一般人の教養を高め、地方

文化の向上に資するため、公開講座を設け

ることがある。

公開講座に関する規程は，別にこれを定

める。

第11節学寮及び留学生寮

第61条大学の理想のもとに、学生の自治生

活を通じ、全人的完成を期することを目的

として、本学に学寮及び留学生寮を置く。

学寮及び留学生寮に関する規程は，別に

これを定める。

第12節 賞 罰

第62条学生として表彰に価する行為があっ

たときは、学長は教授会及び評議会の議を

経てこれを表彰することがある。

第63条本学の定める規定に背き、学生とし

ての本分に反する行為があったときは、学

長は教授会及び評議会の議を経てこれを懲

戒する。

懲戒は戒告、停学及び放学とする。

附則

本学則は、昭和26年11月1日から施行する。

附則

本学則の改正は、昭和27年 4月1日から施

行する。

附則

本学則の改正は、昭和28年 4月1日から施

行する。ただし、第26条の改正は、昭和27年

度からこれを適用する。

附則

本学則の改正は、昭和28年 5月22日から施

行し、昭和28年4月1日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和29年4月1日から施

行する。ただし、第35条に定める学士号は、

文学士、理学士、教育学士、薬学士、工学士及

び農学士については、昭和28年 3月の卒業生

から，社会科学土及び、医学士については，昭

和30年 3月の卒業生からそれぞれ適用する。

附則
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本学則の改正は、昭和29年12月17日から施

行する。

附則

1 本学則の改正は、昭和30年 4月1日から

施行する。

2 昭和31年 3月31日までに改正前の学校教

育法第56条第2項及び改正前の学則第12条

の規定により、医学部の入学資格を有する

と認められた者は、改正後の本学医学部の

専門課程に進学することができる。

附則

本学則の改正は、昭和30年 7月1日から施

行し、昭和30年 4月 1日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和30年 7月22日から施

行し、昭和30年4月 1日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和30年10月19日から施

行する。

附則

本学則の改正は、昭和31年 4月1日から施

行する。

附則

木学則の改正は、昭和31月6月14日から施

行し、昭和31年 4月1日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和31年10月18日から施

行し、昭和31年10月16日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和32年 5月23日から施

行し、昭和32年 4月1日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和33年4月 1日から施

行ーする。

附則

木学則の改正は、昭和34年 4月1日から施

行する。

附則

木学則の改正は、昭和35年 4月 1日から施

行する。

附則

本学則の改正は、昭和36年 4月1日から施

資料編

!日

1237 



規程

現
ノーー

す了 口
μ

行する。ただし、第45条から第52条の 2まで

の規定の改正は、昭和35年度から適用する。

附則

木学則の改正は、昭和37年 4月1日から施

行する。

附則

1 本学期の改正は、昭和38年 4月1日から

施行する。

2 この学則施行の際現に在学する者に係る

授業料の額は、第45条の改正規定にかかわ

らず、なお従前の例による。

3 この学則施行の日以後において、転学、

編入学ー又は再入学した者に係る授業料の額

は、当該者の属する年次の在学者に係る額

と同額とする。

附則

本学則の改正は、昭和39年 4月1日から施

行する。

附則

本学則の改正は、昭和39年 6月27日から施

行する。

附 則

本学則の改正は、昭和40年 4月1日から施

行する。

附則

本学則の改正は、昭和41年 4月1日から施

行する。

附則

本学則の改正は、昭和42年 4月1日から施

行する。

附則

本学の改正は、昭和43年 9月12日から施行

する。

附則

1 本学則の改正は、昭和44年 3月13日から

施行し、昭和43年4月 1日から適用する。

2 国立学校設置法の一部を改正する法律

(昭和43年法律第37号〉附則第2項の規定

により存続する文理学部については、なお

従前の例による。

附則

本学則の改正は、昭和44年 7月9日から施
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行し、昭和44年 4月1日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和44年 8月15日から施

行し、昭和44年7月31日から適用する。

附則

本学則の改正は、昭和45年 5月1日から施

行し、昭荊J45年 4月1日から適用する。

|市則

本学則の改正は、昭和46年 4月 1日から施

行する。

附則

本学則の改正は、昭和46年11月11日から施

行する。

附則

この学則の改正は、昭和47年 4月1日から

施行する。

附則

1 この学則の改正は、昭和47年 4月1日か

ら施行する。

2 昭和47年度の入学、転学、編入学又は再

入学に係る検定料の額は、改正後の学則第

43条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

3 昭和4.7年度における入学を許可される者

に係る入学料の額は、改正後の学則第44条

の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

4 この学則改正の施行の際現に在学する者

に係る授業料の額は、改正後の学則第45条

の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

5 この学則改正の施行の日以後において、

転学、編入学又は再入学をした者に係る授

業料の額は、改正後の学則第45条の規定に

かかわらず、当該者の属する年次の在学者

に係る額と同額とする。

6 昭和47年度において入学した者の同年度

に係る授業料の額は、改正後の学則第45条

の規定にかかわらず年額24，000円とし、前

期6，000円及び後期18，000円の額を当該前

期又は後期のそれぞれの納期に納めるもの

とする。
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附則

この学則の改正は、昭和48年 4月17日から

施行し、昭和48年 4月 1日から適用する。

附則

この学則の改正は、昭和48年 9月29日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和49年 2月19日から

施行する。

附則

との学則の改正は、昭和49年 3月20日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和49年 4月 1日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和50年 3月20日から

施行する。

附則

1 この学則の改正は、昭和50年 4月1日か

ら施行する。

2 昭和50年度の入学、転学、編入学又は再

入学に係る検定料の額は、改正後の学則第

43条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

附則

この学則の改正は、昭和50年 4月17日から

施行し、昭和50年4月 1日から適用する。

附則

この学期の改正は、昭和50年4月22日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和51年 3月18日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和51年 4月 1日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和51年 4月22日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和52年 4月1日から
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施行する。

附則

この学則の改正は、昭和53年4月1日から

施行する。

附則

この学則の改正は、昭和54年4月1日から

施行する。

(15) 千葉大学学生通則

第 1章宣誓書及び保証書

第 1条入学にあたっては、宣誓書を提出し

なければならない。

2 宣誓書には、学生の宣誓履行に責任を

もって協力する保証人の連署を必要とす

る。

第 2条入学にあたっては、保証書を提出し

なけれぼならない。

2 保証書には、学生の在学期間中における

授業料等の納付に関し連帯して責任をもっ

連帯保証人を必要とする。

第 3条前2条の保証人及び連帯保証人は原

則として同一人とし、父兄又はこれに準ず

る者をもってあてるものとする。

2 保証人及び連帯保証人を変更する場合並

びに保証人又は連帯保証人の住所が変った

場合はすみやかに所属学部長に届出なけれ

ばならない。

第 2章学生証

第 4条学生は、入学と同時に所属学部長か

ら学生証の交付を受けて必ず携帯し、本学

教職員の請求があったときは、何時でもこ

れを提示しなければならない。

第 5条学生証の有効期間は学則第 3条に規

定する修業年限の範囲内とする。

2 学生証の有効期間経過後もなお、在学す

るときは直ちに返納し、あらたに交付aを受

けるものとする。

第 6条学生は、教養部における課程を修了

し専門課程に移ったときは、所属学部長に

学生証を提出し証印を受けなければならな

し、。

千葉大学学生活則

第 1章 入 学

第 1条入学を許可された者は、本学学生と

しての本分を全うする旨の宣誓をしなけれ

ばならない。

第2章学生証

第2条学生は、学生証の交付を受けて必ず

携帯し、本学教職員の請求があったとき

は、何時でもこれを提示しなければならな

し、。

第 3条学生証は、毎学年の始めに新たに交

付を受けるものとする。

第4条学生証は、卒業、退学、除籍等の場

合、又はその有効期間を経過したときは、

直ちに返納しなければならない。

第5条学生証を紛失したときは、直ちに届

出て、再交付を受けなければならない。

第 3章宿所届

第 6条学生は、次の場合、宿所をすみやか

に所属学部長に届出なければならない。

げ) 入学の際

(吋変更の都度

第4章保証人

第7条学生は、入学の際、保証人を定め所

属学部長に届出なけれぼならない。

保証人を変更し、又は保証人が住所を変

更した場合もすみやかに前項の手続をとら

なければならない。

第 8条保証人は、保証する学生の修学目的

達成のために、その宣誓履行に関し責任を

もって協力するものでなければならない。

第 9条保証人は、父兄又はこれに準ずる者

を以てあてる。
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第7条学生証は、卒業、退学、除籍等の場

合は、直ちに返納しなければならない。

第 8条学生証を紛失したときは、直ちに所

属学部長に届出て再交付を受けなければな

らない。

第 3章宿所周

第 9条学生は、次の場合、宿所をすみやか

に所属学部長に届出なければならない。

引)入学の際

制変更の都度

第 4章身上異動

第10条学生は、改姓その他一身上に異動の

あった場合、その都度、すみやかに所属学

部長に届出なければならない。

第 5章服装

第11条服装は、任意、とするも本学学生とし

て品位を保つものでなければならない。

第 6章健康診断

第12条学生は、学校保健法により毎年本学

施行の健康診断を受けなければならない。

第7章団体

第13条学生が、学内において、団体を設立

しようとするときは、責任代表者2名以上

を定め、所定の様式に従い、責任代表者の

署名捺印をもって所属学部長に届出て、学

長の認可を得なければならない。ただし、

団体員が 2学部以上にわたる場合には、学

生部長に届出て、学長の認可を得るものと

する。

第14条 団体を設立したときは、 7日以内に

団体員名簿を作成し、所属学部長又は学生

部長に提出することを要する。

2 団体員名簿は毎年5月末日現在で更新

し、学部長又は学生部長に提出するものと

する。

3 この際届出のない団体は、解散したもの

として取扱う。

第15条学内の団体が、学外団体に参加しょ

うとするときは、所・属学部長に届出て、学

長の認可を得なければならない。ただし、

1242 

第5章身上異動

第10条学生は、改性その他一身上に異動の

あった場合、その都度，すみやかに所属学

部長に届け出なければならない。

第 6章服装

第11条 服装は任意、とするも本学学生として

の品位を保つものでなければならない。

第7章身体検査

第12条学生は、学校身体検査規程により毎

年本学施行の身体検査を受けなければなら

ない。

第 8主主 団体

第13条学生が、学内において、団体を設立

しようとするときは、責任代表者 2名以上

を定め、所定の様式に従い、責任代表者の

署名捺印をもって所属学部長に届出て、学

長の認可を得なければならない。

但し、団体員が 2学部以上にわたる場合

には、学生部一長に届出て、学長の認可を得

るものとする。

第14条 団体を設立したときは、 7日以内に

団体員名簿を作成し、所属学部長又は学生

部長に提I:Bすることを要する。

団体員名簿は毎年5月末日現在で吏新

し、学部長又は学生部長に提出するものと

する。

此の際届出のない団体は解散したものと

して取扱う。

第15条学内の団体が、学外団体に参加しょ

うとするときは、所属学部長に届け出て、

学長の認可を得なければならない。

但し団体員が 2学部以上にわたる場'合に

は、学生部長に届け出て、学長の認可を得

るものとする。

第四条学生が、学外に於て、本学名を使用

して団体的な活動をしようとするときは、

責任代表者2名以上の連署をもって所属学

部長に届け出て、学長の認可を得なければ

ならない。

但し、団体員が 2学部以上にわたる場合
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団体員が 2学部以上にわたる場合には、学

生部長に届出て、学長の認可を得るものと

する。

第16条学生が、学外において、本学名を使

用して団体的な活動をしようとするとき

は、責任代表者 2名以上の連署をもって所

属学部長に届出て、学長の認可を得なけれ

ばならない。ただし、団体員が 2学部以上

にわたる場合には、学生部長に届出て、学

長の認可を得るものとする。

第 8章集会及び施設使用

第17条学生(団体〉が、学内において、集会

をしようとするときは、その期日の 2日前

までに所定の様式に従い、所属学部長に届

出て、その認可を得なければならない。た

だし、 2学部以上にわたる学生〈団体〉が

主催して集会を行なう場合には、学生部長

に届出て、その認可を得るものとする。

第四条学生又は学内団体が、学外から、団

体・指導者・講演者等を招聴しようとする

ときは、その期日の 3日前までに所属学部

長に届出て、学長の認可を得なければなら

ない。ただし、団体員が 2学部以上にわた

る場合には、学生部長に届出て学長の認可

を得るものとする。

第四条学生(団体〉が、集会のために、本

学の建物、施設又は物件を使用しようとす

る場合には、第17条の届出と同時に、所定

の様式に従いその場所を管理する関係部局

長に願出て、その認可を得なければならな

い。使用の認可を受けたものは、その集会

のため生じた事項の一切について責任を負

うものとする。

第 9章掲示等

第20条学生が、学内において、ピラ、ポス

ター、パンフレ y ト又は新聞等を掲示し、

若しくは配布しようとするときは、あらか

じめ関係学部長に届出てその認可を得なけ

ればならない。ただし、その内容が 2学部

以上に関する場合には、学生部長に届出て

には、学生部長に届け出て、学長の認可を

得るものとする。

第 9章集会

第17条学生が、学内において、集会をしよ

うとするときは、その期日の 2日前までに

所定の様式に従い、所属学部長に届け出

て、学長の認可を得なければならない。

但し 2学部以上にわたる学生が集会をす

る場合には、学生部長に届け出て、学長の

認可を得るものとする。

第四条学生又は学内団体が、学外から、団

体、指導者、講演者を招聴しようとすると

きはその期日の 3目前までに所属学部長に

届け出て、学長の認可を得なければならな
し、。

但し、団体員が 2学部以上にわたる場合

には、学生部長に届け出て、学長の認可を

得るものとする。

第四条学生が、集会のために、本学の建

物、施設又は物件を使用する場合には、予

め所定の手続によれその場所を管理する

関係部局長の認可を得なければならない。

使用の認可を受けたものは、その集会のた

めに生じた事項の一切について責任を負う

ものとする。

第10章掲示等

第20条学生が、学内において、ピラ、ポス

ター、パンフレット又は新聞等を掲示し、

若しくは配布しようとするときは、予め関

係学部長に届け出てその認可を得なければ

ならない。

但し、その内容が 2学部以上に関する場

合には、学生部長に届け出て、その認可を

得るものとする。

第21条学生が、学内において、ピラ、ポス

ター類を掲示しようとするときは、本学の

定める掲示場に掲示しなけれなばらない。

第22条学生が、学外において、本学名を使

用してピラ、ポスター、パンフレット、又

は新聞等を掲示又は配布するには、予め学
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その認可を得るものとする。

第21条学生が、学内において、ピラ、ポス

ター類を掲示しようとするときは、本学の

定める掲示場に掲示しなければならない。

第22条学生が、学外において、本学名を使

用して、ピラ、ポスター、パンフレット又

は新聞等を掲示又は配布するには、あらか

じめ学生部長の認可を、学部名を使用する

場合には、あらかじめ関係学部長の認可を

それぞれ得なければならない。

第23条学生が、学内において、印刷物発

行、世論調査、デモンストレーシヨン、署

名運動、投票、物品販売、寄付募集、拡声

器使用、その他本学教職員、学生、外来者

等を対象とする行為をしようとするとき

は、あらかじめ関係部局長に届出て、その

認可を得なければならない。ただし、 2学

部以上にわたる学生が上行為をしようとす

る場合には、学生部長に届出て、その認可

を得るものとする。

本条に定める行為の届出責任者は、その

行為実施に関して届出先の部局長の指示に

従うとともに、その行為の結果を届出先に

報告しなければならない。

第10章その他

第24条学生の届出認可事項については、認

可後といえばも、届出の超旨に反すると認

められるにいたった場合には、これを取消

すことがある。

第25条本別中、学部長とあるのは、教養部

長を含むものとする。

第26条本則施行に際して必要あるときは、

さらに施行細則を定める。

附則

本則は、昭和26年 4月1日より適用する。

附則

この通則の改正は、昭和44年 3月31日から

施行し、昭和43年 4月 1日から適用する。

附則

この通則の改正は、昭和45年 6月23日から

施行する。
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生部長の認可を、学部名を使用する場合に

は予め関係学部長の認可をそれぞれ得なけ

れぼならない。

第23条学生が、学内において、印刷物発

行、世論調査、デモンストレーション、署

名運動、投票、物品販売、寄付募集、拡声

器使用、その他、本学教職員、学生、外来

者等を対象とする行為をしようとするとき

は、予め関係部局長に届け出て、その認可

を得なければならない。

但し、 2学部以上にわたる学生が右行為

をしようとする場合には、学生部長に届け

出てその認可を得るものとする。

本条に定める行為の屈出責任者は、その

行為実施に関して届出先の部局長の指示に

従うとともに、その行為の結果を届出先に

報告しなければならない。

第11章其の他

第24条学生の届出認可事項については、認

可後と難も、届出の趣旨に反すると認めら

れるにいたった場合には、これを取消すこ

とがある。

第25条大学前期 2年間一般教養課程履修中

の学生は、文理学部所属として取扱う。

第26条本則施行に際して必要あるときはさ

らに施行細則を定める。

附則

第27条本則は昭和26年 4月1日より適用す

る。
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附則

この通則の改正は、昭和47年 4月 1日から

施行する。

附則

この通則の改正は、昭和50年 4月 1日から

施行する。

同千葉大学学寮規程

第 1条 この規程は、学則第61条の規定に基

づき、本学に設置する学寮の管理運営等に

ついて定めるものとする。

第 2条本学に次の表に掲げるとおり学寮を

置く。

学寮名|所属 IJ陣対象| 所在地|

稲毛半生部詰15il諸説、中

陸時生部陸部の寸調、中

無半生部|割程の男lE音Zf中

主語学[酔両極君事明T雲間

会計|脚部障苦手皇室[FT号
子丸』寮一、困部芸学||園課程芸学の塑門l|E剖構直内言雪

第 3条学部長及び学生部長は、当該学部及

び学生部に所属するそれぞれの学寮を管理

する。

第 4条学寮の管理運営に関する基本的事項

については、千葉大学厚生補導委員会にお

いて審議する。

第 5条入寮及び退寮は、第 3条に定める学

寮を管理する者(以下「管理者」とし、う。〉

が、許可する。

2 入寮者の選考については、別に定める。

第 6条管理者は、入寮を許可された者が、

所定の手続きを怠り、又は指定された期日

までに入寮しないときは、その許可を取り

消すことがある。

第 7条寄宿料については、学則第51条、第

資料編

!日

千葉大学学寮規則 (昭39.6.27廃止〉

第 1条千葉大学学寮は新しい大学の理想の

もとに自治生活を通じて全人的完成を目ざ

す学生寮である。

第 2条学寮は各学部に置くことが出来る。

その名称は学部毎に定める。

第 3条学生の収容計画は関係者の意見を汲

んで学長が定める。

第 4条学寮の主管は当該学部長とする。

第 5条入寮及び退寮は本人の申出により学

部長がこれを許可する。

第 6条学部長は学寮生活に適しない行為が

あった者に対しては退寮を命ずることがあ

る。

2 前項の場合には寮生代表の意、見を;徴す

る。

第 7条学寮には顧問を置く。

2 顧問は学部長が委嘱する。

3 顧問は学寮生活に対し随時適切な助言を

する。

第 8条建物の設備等の維持保存及び火気取

締り等については、大学の定める規程を遵

守しなければならない。

第 9条各寮の規約は本規則に則り寮毎に定

める。

2 各寮の規約を定めるに当つては寮生が顧

問と協議の上之を作成し学部長の承認を受

けるものとする。

附則

この規則は、昭和26年 4月 1日から施行す

る。
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52条及び第52条の 2の規定を適用する。

2 前項に定めるほか、寮生は大学が別に定

める基準により、当該学寮の諸経費の一部

を負担する。

第 8条管理者は、寄宿料又は寮生が負担す

ベき諸経費を、所定の納期までに納入しな

い者に対しては、退寮を命ずることができ

る。

第 9条管理者は、学寮生活に適しない行為

があったと認められる寮生に対しては、退

寮を命ずることができる。

2 前項の場合には、寮生の意見を徴する。

第10条寮生は、所定の健康診断を受けるも

のとする。

2 管理者は、前項の診断により在寮が不適

当と認められた者に対しては、退寮を命ず

ることヵ:ある。

第11条学寮において当該寮生以外の者の関

係する集会・催物等を行おうとする場合

は、その責任者は事前に管理者の認可を受

けるものとする。

第12条管理者は、故意又は重大な過失によ

り、学寮の施設、設備、備品等を損傷し、

又は紛失した者に対しては弁償させるもの

とする。

第13条寮生は、学寮の防火・防犯等につい

て、大学の定める規定を遵守するものとす

る。

第14条 この規程及び管理者が定めるものの

ほか、寮生が学寮に関する規約を定めた場

合には管理者に届出るものとする。

附則

1 この規程は、昭和39年 6月27日から施行

する。

2 千葉大学学寮規則(昭和26年 4月 1日制

定〉は、廃止する。

附則

この規程の改正は、昭和40年 4月1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和41年 4月1日から

施行する。
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附則

この規程の改正は、昭和45年11月 9日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和46年 4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和47年 4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和51年9月1日から

施行する。

間千葉大学事務組織規程

第 1章総則

第 1条本学に事務局及び学生部を置く。

第 2条事務局に庶務部、経理部及び施設部

を置く。

2 庶務部に庶務課及び人事課を置く。

3 経理部に主計課及び、経理課を置く。

4 施設部℃企画課、建築課及び設備課を置

く。

第 3条学生部に教務課、学生課、厚生課及

び入学主幹を置く。

第 4条各学部、教養部、生物活性研究所、

医学部附属病院、園芸学部附属農場、附属

図書館及び附属図書館亥鼻分館に事務部を

置く。必要あるときは事務室を置くことが

できる。

第 5条 医学部附属病院事務部に総務課、管

理課及び医事課を置く。

第 6条附属図書館事務部に整理課及び閲覧

課を置く。

第 7条課及び事務部並びに入学主幹のもと

に係を置き所掌事務を分掌させる。

2 第 2条及び第 3条に定める課及び入学主

幹のもとに置く係の名称及び分掌事務に関

しては別に定める。

3 第 4条に定める事務部(第5条及び第 6

条に定める課を含む。〉に置く係及び事務室

の名称並びに分掌事務に関しては学長の承

認を得てその部局の長が定める。

第 2章事務局

千葉大学事務組織規程

第 1章総則

第 1条本学に事務局及び学生部を置く。

第2条事務局に庶務課、会計課及び施設課

を置く。

第 3条学生部に教務課、学生課及び厚生課

を置く。

第4条各課に別に定める係を置く。

第 5条各学部、教育学部分校、腐敗研究

所、医学部附属病院及び附属図書館にそれ

ぞれ事務部を置く。

第 6条前条の各部局における事務分掌に関

する規程はその部局長が学長の承認を経て

定める。

第2章事務分課

第 7条庶務課においては次の事務をつかさ

どる。

機密事項に関すること。

一 公印の保管に関すること。

三儀式及び会議に関すること。

四諸規程の制定及び改廃に関すること。

五職員の任免、職階、給与、勤務評定、

服務等入事に関すること。

六職員の栄典、ほう賞、懲戒に関するこ

と。

七人事記録の作製保管に関すること。

八職員の研修に関すること。

九職員の厚生福祉に関すること。

己調査統計に関すること。

公文書の授受発送及び整理保管に関す
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現 行

第 8条庶務課においては、次の事務をつか

さどる。

一大学の総括事務に関し、連絡調整する

こと。

一機密に関すること。

三儀式その他諸行事に関すること。

四 評議会その他の会議に関すること。

五学則その他諸規程等の制定及び改廃に

関すること。

六学位に関すること。

七 内地及び外地研究員等に関すること。

八学術団体等との連絡に関すること。

九広報及び渉外に関すること。

己公印の管守に関すること。

公文書類の接受発送及び整理保管に関

すること。

三調査統計その他諸報告に関すること。

三その他他の部課の所掌に属しないこ

と。

第 9条人事課においては、次の事務をつか

さどる。

ー職員の任免、分限、懲戒及び服務等に

関すること。

一 職員の給与に関すること。

三職員の定員に関すること。

四職員の勤務評定に関すること。

五退職者の恩給、共済組合の長期給付及

び退職手当に関すること。

六栄典、表彰に関すること。

七人事記録に関すること。

八職員の団体に関すること。

九職員の健康及び、安全保持並ひ、に福利厚

生に関すること。

己課の所掌事務の諸報告に関すること。

二その他人事に関すること。

第10条主計課においては、次の事務をつか

さどる。

一会計事務に関し、総括し、及び連絡調

整すること。

一 予算及び決算に関すること。

-債権管理の総括事務に関すること。

四物品管理の総括事務に関すること。
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ること。

三広報及び渉外事項に関すること。

三他課に属しないこと。

第 8条会計課においては次の事務をつかさ

どる。

一予算の編成及び配当に関すること。

二経費及び収入の決算に関すること。

三支出負担行為及びその認証に関するこ

と。

回収入及び支出に関すること。

五現金及び有価証券の出納、保管に関す

ること。

六会計の監査に関すること。

七物品の出納、保管に関すること。

八行政財産の管理に関すること。

九文部省共済組合に関すること。

5 庁内の警備に関すること。

その他会計に関すること。

第9条施設課においては次の事務をつかさ

どる。

ー営繕工事の企画立案に関すること。

二営繕工事の設計及び監督に関するこ

と。

三蛍繕工事の入札に関すること。

四電気、電話、瓦j折、水道等諸施設の工

事施工に関すること。

五その他営繕に関すること。

第10条教務課においては次の事務をつかさ

どる。

一入学及び卒業に関すること。

二講座、教育課程編成及び単位認定に関

すること。

三指導要録、学業調査書等に関するこ

と。

四教員認定講習、通信教育及び公開講座

に関すること。

五研究集会その他研究調査の助成に関す

ること。

六研究生、委託生、聴講生、別科生及び

外国人学生に関すること。

七進学適性検査監理審査会に関するこ

と。



現 行

五会計の監査に関すること。

六支出負担行為の確認に関すること。

七国有財産に関すること。

八職員の宿舎に関すること。

九会計職員の公印の管守に関すること 0

5 会計諸規程に関すること。

科学研究費に関すること。

ニ課の所掌事務の諸報告に関すること。

ー その他会計事務で経理課の所掌に属し

ないこと。

第11条経理課においては、次の事務をつか

さどる。

一債権の管理に関すること。

二収入及び支出に関すること。

三歳入歳出外現金及び有価証券に関する

こと。

四給与等の支給に関すること。

五所得税等の徴収に関すること。

六物品の調達に関すること。

七物品の管理に関すること。

八委任経理に関すること。

九計算証明に関すること。

5 警備取締りに関すること。

共済組合に関すること。ただし、長期

給付に関することを除く。

三課の所掌事務の諸報告に関すること。

三その他会計経理に関すること。

第12条企画課においては、次の事務をつか

さどる。

一施設整備に関し、総括し、及び連絡調

整すること。

二工事に関し、予算案を準備すること。

三工事費の実施配分に関すること。

四工事の;入札及び請負契約事務に関する

こと。

五建築、電気、ガス、水道等工事の関係

法令等に基づく諸手続に関すること。

六施設に関する調査及び報告に関するこ

と。

七 その他他課の所掌に属しない施設整備

及び営繕に関する事務に関すること。

第13条建築課においては、次の事務をつか

資料編
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八部内所掌事務の調整、連絡に関するこ

と。

九部内の庶務に関すること。

5 部関係諸会議に関すること。

二他課に属しないこと。

第11条学生課においては次の事務をつかさ

どる。

学生の課外活動の補導に関すること。

一補導のための大学紹介に関すること。

一学生通則に関すること。

四学生の賞罰に関すること。

五その他学生の文化教養に関すること。

第12条厚生課においては次の事務をつかさ

どる。

一学生の生活相談に関すること。

二学生の実態調査及び厚生資料の作成に

関すること。

一学生の奨学に関すること。

四学寮に関すること。

五卒業生の就職に関すること。

六学生の健康管理に関すること。

七その他学生の厚生に関すること。

附則

この規程は、昭和26年12月1日から施行す

る。
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規程

現 ノー-

f丁 門口

さどる。

一施設の整備計画に関すること。

二建築及び土木工事(以下「建築工事J
という。〉の実施計画に関すること。

ー建築工事の設計に関すること。

四建築工事費の積算に関すること。

五建築工事の施工、監督に関すること。

六建築工事の検査に関すること。

七 その他営繕に関する技術的事項に関す
ること。

第14条設備課においては、次の事務をつか

さどる。

一電気、電話、給排水、ガス、冷暖房、

衛生設備等(以下「設備」とし寸。〉の整
備計画に関すること。

一 設備工事の実施計画に関すること。

ニ設備工事の設計に関すること。

四設備工事費の積算に関すること。

五設備工事の施工、監督に関すること。

六設備工事の検査に関すること。

七 百千葉地区共通設備の管理に関するこ

と。

八 その他設備に関する技術的事項に関す
ること。

第 3章学生部

第15条教務課においては、次の事務をつか

さどる。

一入学(入学者選抜に関する事-務を除

く。〉及び卒業に関すること。

二 講座、教育課程編成及び単位認定に関

すること。

三 授業日程に関すること。

四 教員認定講習、単位修得試験、通信教

育及び公開講座に関すること。

五研究集会その他研究調査の助成に関す

ること。

六大学院、専攻科、専攻生、聴講生、委

託研究生、研究生、受託研修生、別科生

及び外国人学生に関すること。

七 学生部内所掌事務の調整、連絡に関す

ること。

八学生部の庶務に関すること。
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九学生部関係諸会議に関すること。

己その他教務に関すること。

二その他他課及び入学主幹に属しない事

項に関すること。

第16条学生課においては、次の事務をつか

さどる。

学生の課外活動の補導に関すること。

二学生相談に関すること。

三補導のための大学紹介に関すること。

四学生通則に関すること。

五学生の賞罰に関すること。

六その他学生の補導に関すること。

第17条厚生課においては、次の事務をつか

さどる。

一学生の生活相談に関すること。

二学生の実態調査及び厚生資料の作成に

関すること。

三学生の奨学に関すること。

四学寮に関すること。

五卒業生の就職に関すること。

六学生の健康管理に関すること。

七 その他学生の厚生に関すること。

第四条入学主幹は、次の事務をつかさど

る。

一入学者選抜に関する総括及び連絡調整

に関すること。

二入学者選故方法の改善の企画立案に関戸

すること。

三入学者選抜に関する委員会に関するこ

と。

四 その他入学者選抜に関すること。

第 4章各部局事務部

第19条各部局事務部(医学部附属病院及び

附属図書館の事務部を除く。〉においては、

各部局における庶務会計その他の事務をつ

かさどる。

第 5章医学部附属病院事務部

第20条総務課においては、次の事務をつか

さどる。

病院事務の連絡調整に関すること。

会議及び行事に関すること。

職員の人事に関すること。

!日行現
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規程

現 行 同
M

四職員の服務及び福祉に関すること。

五職員団体に関すること。

六病院に係る争訟事務の総括に関するこ

と。

七附属学校に関すること。

八看護学校等の臨床実習に関すること。

九調査統計の総括に関すること。

5 その他他課に属しない事項に関するこ

と。

第21条管理課においては、次の事務をつか

さどる。

ー構内の警備取締及び災害防止その他構

内管理に関すること。

一 予算及び決算に関すること。

一会計の照査に関すること。

四職員の給与等の支給に関すること。

五物品の取得及び管理に関すること。

六役務に関すること。

七 固有財産に関すること。

八電気、電話、給排水、ガス及び冷暖房

に関すること。

九 その他病院の施設設備の補修に関する

こと。

第22条 医事課においては、次の事務をつか

さどる。

一患者の診療事務に関すること。

二医療相談及び患者サービスに関するこ

と。

三給食及び栄養相談に関すること。

四診療料金の収納及び債権の管理に関す

ること。

五社会保険等保険事務に関すること。

六寝具その他病室備品に関すること。

七 医療情報事務に関すること。

八医事に関する調査、統計、報告に関す

ること。

第 6章附属図書館事務部

第23条整理課においては、次の事務をつか

さどる。

ー図書館〈分館及び図書室を含む。〉事務

の連絡調整に関すること。

二庶務・会計に関すること。
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現 行 門口

三職員の服務、福祉、研修及び給与に関

すること。

四会議に関すること。

五課の調査及び諸報告に関すること。

六渉外に関すること。

七備品，消耗品に関すること。

八図書の選定に関すること。

九図書館資料の受入、登録及び更新に関

すること 0

5 図書の整理(目録、分類、製本等〉に

関すること。

ご その他閲覧課に属さない事務に関する

こと。

第24条閲覧課においては、次の事務をつか

さどる。

ー閲覧及び貸出に関すること。

二学術雑誌及び二次文献資料(索引誌、

抄録誌等〉の収集、選定、整理に関する

こと。

三図書館資料の相互利用及び交換に関す

ること。

四文献の撮影及び複写に関すること。

五 レフアレンスに関すること。

六利用案内、展示等に関すること。

七 図書館資料の保存、配架及び閲覧室、

書庫の管理に関すること。

八 図書館資料及び図書館についての調査

研究に関すること。

九課の調査及び諸報告に関すること 0

5 図書館業務の機械化に関すること。

二 その他図書館の利用に関すること。

附則

この規程は、昭和26年12月 1日から施行す

る。

附則

この規程の改正は、昭和27年10月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和31年12月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和32年12月14日から
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現

施行する。

附則

行

この規程の改正は、昭和33年 6月20日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和35年1月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和36年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和37年4月1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和38年 4月1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和38年12月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和39年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和40年4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和41年11月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和43年5月9日から

施行し、 H百和43年4月1日から適用する。

附則

この規程の改正は、昭和47年 4月 1日から

施行する。

附 }(IJ

この規程の改正は、昭和48年 4月 1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和48年 9月29日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和50年4月 1日から
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施行する。

附則

この規程の改正は、昭和52年4月1日から

施行する。

附則

この規程の改正は、昭和53年4月1日から

施行する。

資料編
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